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(54)【発明の名称】 一体化した電気焼灼具を備えた外科用器具

(57)【要約】
本発明は、患者の身体の組織に対し電気焼灼法を行うた
め電極を利用して外科的処置を行う一連の装置を提供す
る。本発明は、１つの特徴において、電気焼灼法を行う
少なくとも１つの電極を提供する外科用器具から成る一
連の装置を含み、別の特徴において、外科用器具により
組織を切断し且つ焼灼する方法を提供する。更に別の特
徴において、本発明は、患者の液体を充填した視覚的に
監視された外科手術領域内の出血する血管の位置を探知
すると共に、外科手術領域の視覚化が損なわれる前に、
出血を止めるべく血管を電気焼灼する方法を含む。本発
明による好ましい外科用器具はまた、患者の組織を切断
し又は融除する液体切断ジェットを形成し且つ（又は）
外科的処置の間、組織の切断、粉砕、融除等を行うため
、回転する組織接触構成部品を提供する作用可能な構成
部品を備えている。本発明によるいくつか外科用器具は
、液体を外科手術領域に輸送し且つ（又は）除去する１
つ又はより多数の液体伝達管腔を備え、いくつか場合、
該管腔外面の特定の選んだ非被覆領域が器具の電気焼灼
電極として機能し得るように管腔が電気絶縁材料層にて
選択的に被覆される。



(2) 特表２００３－５１９５２５

【特許請求の範囲】

    【請求項１】  患者に対し外科的処置を施すようにされた末端と、操作者が

制御し得るようにされた基端とを有する外科用器具を備え、該器具が、

  高圧の液体を器具の末端に向けて伝達するのに十分な破断強度を有する圧力管

腔であって、ジェット開口部を提供する少なくとも１つのノズルを備え且つ高圧

の液体が貫通して流れるとき、液体切断ジェットを形成し得る形状とされた前記

圧力管腔と、

  回転可能な軸と、

  外科手術領域内の組織と接触可能な構造及び配置とされた、軸によって駆動可

能な外科用構成部品と、

  少なくとも１つの電気焼灼電極とを備える装置。

    【請求項２】  請求項１に記載の装置において、器具の基端が本体を備える

装置。

    【請求項３】  請求項２に記載の装置において、回転可能な軸が器具の本体

から器具の末端に向けて伸びる装置。

    【請求項４】  請求項３に記載の装置において、外科用構成要素が回転可能

な軸の末端に配置される装置。

    【請求項５】  請求項１に記載の装置において、少なくとも１つの電気焼灼

電極が器具の末端に配置される装置。

    【請求項６】  請求項２に記載の装置において、器具の本体内に配置された

液体ジェット被駆動の回転可能なロータであって、器具が作動しているとき、回

転可能な軸の基端に駆動可能に接続され、該液体ジェット被駆動の回転可能なロ

ータの回転により回転可能な軸がそれに相応して回転するようにする前記液体ジ

ェット被駆動の回転可能なロータを更に備える装置。

    【請求項７】  請求項２に記載の装置において、器具が作動しているとき、

液体切断ジェットを受け入れ得るように所定の距離にてジェット開口部と対向す

る位置に配置可能なジェット受け入れ開口部を含む排出管腔を更に備える装置。

    【請求項８】  請求項７に記載の装置において、排出管腔と流体的連通状態

に接続された外部吸引源を必要とせずに、液体切断ジェットを構成する液体の実
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質的に全てをジェット受け入れ開口部から排出管腔の基端まで排出することを可

能にし得るよう排出管腔が形状設定され且つ位置決め可能である装置。

    【請求項９】  請求項７に記載の装置において、少なくとも１つの電気焼灼

電極が圧力管腔及び排出管腔の少なくとも一方の外面の一部分を備える装置。

    【請求項１０】  請求項９に記載の装置において、外科用器具が双極モード

にて作動可能な少なくとも２つの電気焼灼電極を備え、電極の各々が外科用器具

の基端に配置される装置。

    【請求項１１】  請求項１０に記載の装置において、排出管腔が外部電源の

正端子と電気的連通状態に接続され、圧力管腔が接地電位の電源と電気的連通状

態に接続される装置。

    【請求項１２】  請求項１１に記載の装置において、排出管腔が、電気的に

絶縁された外面を有し、電気的に絶縁されず且つ電気焼灼電極を形成する管腔の

末端付近の第一領域と、電気的に絶縁されず且つ外部電源の正端子と電気的接点

を形成する、器具の本体内に配置された第二の領域とを備える装置。

    【請求項１３】  患者に対し外科的処置を施すようにされた末端と、操作者

が制御し得るようにされた基端とを有する外科用器具であって、該器具が、

  回転可能な軸と、

  外科手術領域内の組織と接触可能な構造及び配置とされた、軸によって駆動可

能な外科用構成部品と、

  器具が作動しているとき、液体ジェット被駆動の回転可能なロータの回転によ

り回転可能な軸がそれに相応して回転するように、回転可能な軸に駆動可能に接

続された液体ジェット被駆動の回転可能なロータと、

  少なくとも１つの電気焼灼電極とを備える装置。

    【請求項１４】  患者に対し外科的処置を施すようにされた末端と、操作者

が制御し得るようにされた基端とを有する外科用器具を備え、該器具が、

  高圧の液体を器具の末端に向けて伝達するのに十分な破断強度を有する圧力管

腔であって、ジェット開口部を提供する少なくとも１つのノズルを備え且つ高圧

の液体が貫通して流れるとき、液体切断ジェットを形成し得る形状とされた前記

圧力管腔と、
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  器具が作動しているとき、液体切断ジェットを受け入れ得るように所定の距離

にてジェット開口部と対向する位置に配置可能なジェット受け入れ開口部を含む

排出管腔と、

  圧力管腔の外面の少なくとも一部分を備える第一の電気焼灼電極と、

  排出管腔の外面の少なくとも一部分を備える第二の電気焼灼電極とを備える装

置。

    【請求項１５】  請求項１４に記載の装置において、圧力管腔の外面が実質

的に連続的な電気絶縁層にて被覆され、圧力管腔の末端における非被覆領域を含

み、該非被覆領域が第一の電気焼灼電極を形成する装置。

    【請求項１６】  請求項１４に記載の装置において、排出管腔の外面が排出

管腔末端の１つの領域を除いて導電性であり、該領域が実質的に連続的な電気絶

縁層にて被覆される装置。

    【請求項１７】  請求項１４に記載の装置において、圧力管腔が外部電源の

正端子と電気的連通状態に接続され、排出管腔が接地電位の電源と電気的連通状

態に接続される装置。

    【請求項１８】  請求項１４に記載の装置において、排出管腔と流体的連通

状態に接続された外部吸引源を必要とせずに、液体切断ジェットを構成する液体

の実質的に全てをジェット受け入れ開口部から排出管腔の基端まで排出すること

を可能にし得るよう排出管腔が形状設定され且つ位置決め可能である装置。

    【請求項１９】  請求項１８に記載の装置において、圧力管腔及び排出管腔

の少なくとも一方が他方に対し可動である装置。

    【請求項２０】  請求項１９に記載の装置において、圧力管腔及び排出管腔

の少なくとも一方の移動により所定の距離が変化し、該所定の距離の変化により

、器具が作動しているとき、液体切断ジェットの長さがそれに相応して変化する

ようにした装置。

    【請求項２１】  請求項２０に記載の装置において、動作が回転可能な動作

から成る装置。

    【請求項２２】  請求項２１に記載の装置において、動作が外科用器具の基

端の少なくとも一部分を操作することにより制御可能である装置。
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    【請求項２３】  患者に対し外科的処置を施すようにされた末端と、操作者

が制御可能であるようにされた基端とを有する外科用器具を備え、該器具が、

  導電性材料で出来ており、器具の末端と基端との間に第一の液体通路を提供す

る第一の管腔と、

    導電性材料で出来ており、器具の末端と基端との間に第二の液体通路を提供

する第二の管腔とを備え、

  第一の管腔が、第一の電気電位と電気的連通状態に接続可能であり、器具の少

なくとも末端に外面を有し、該末端が、器具が外科的処置のため利用されるとき

、患者の外科手術領域内に挿入され、実質的に連続的な電気絶縁層にて被覆され

、また、第一の管腔の末端に非絶縁領域を含み、第一の管腔の末端における該領

域が第一の電気焼灼電極を形成し、

  第二の管腔が、第一の電気電位と異なる第二の電気電位と電気的連通状態に接

続可能であり、器具の少なくとも末端に外面を有し、該末端が、器具が外科的処

置のため利用されるとき、患者の外科手術領域内に挿入され且つ導電性であり、

第二管腔末端の領域を除いて第二電気焼灼電極を形成し、第二管腔末端における

該領域が実質的に連続的な電気絶縁層にて被覆された装置。

    【請求項２４】  請求項２３に記載の装置において、第一の電気電位が外部

電源の正端子により提供され、第二の電気電位が接地電位電源により提供され、

器具が作動しているとき、第一の電気焼灼電極が電気焼灼正電極として機能し、

第二の電気焼灼電極が接地電気焼灼電極として機能する装置。

    【請求項２５】  請求項２３に記載の装置において、少なくとも１つの電気

絶縁層がポリ（フッ化ビニリデン）シュリンクラップ管から形成される装置。

    【請求項２６】  請求項２５に記載の装置において、電気絶縁層の厚さが約

１０１．６００μｍ（約０．００４インチ）から約１５２．４００μｍ（約０．

００６インチ）の範囲にある装置。

    【請求項２７】  請求項２３に記載の装置において、第二管腔末端が、最末

端から基端方向に測定した約５．０８ｍｍ（約０．２インチ）の距離まで管腔の

最末端から絶縁される装置。

    【請求項２８】  請求項２４に記載の装置において、外科手術領域内に挿入
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され、接地電位に保たれる器具の末端の全表面積が、第一の管腔に形成された電

気焼灼正電極の全表面積を少なくとも約２倍だけ上廻る装置。

    【請求項２９】  請求項２８に記載の装置において、外科手術領域内に挿入

され、接地電位に保たれる器具の末端の全表面積が、第一の管腔に形成された電

気焼灼正電極の全表面積を少なくとも約５倍だけ上廻る装置。

    【請求項３０】  請求項２９に記載の装置において、外科手術領域内に挿入

され、接地電位に保たれる器具の末端の全表面積が、第一の管腔に形成された電

気焼灼正電極の全表面積を少なくとも約１０倍だけ上廻る装置。

    【請求項３１】  請求項２４に記載の装置において、第一の管腔に形成され

た電気焼灼正電極が約０．２ｃｍ2の全表面積を有する装置。

    【請求項３２】  請求項２４に記載の装置において、第二管腔に形成された

接地電気焼灼電極の全表面積が、器具が作動しているとき、患者の外科手術領域

内に保持される全ての液体の沸騰を防止するのに十分である装置。

    【請求項３３】  請求項３２に記載の装置において、第二の管腔に形成され

た接地焼灼電極が少なくとも約２ｃｍ2の全表面積を有する装置。

    【請求項３４】  外科用器具を患者の外科手術領域内に挿入すること、

  外科用器具にて液体切断ジェットを形成すること、

  液体切断ジェットにより患者の選んだ組織を切断し又は融除すること、

  外科用器具の少なくとも１つの電極に電気信号を印加すること、

  患者の組織を電気焼灼することとを備える方法。

    【請求項３５】  請求項３４の方法において、液体切断ジェットを形成する

ステップの後、

  液体切断ジェットを外科用器具の排出管腔のジェット受け入れ開口部に向ける

ステップを更に備える方法。

    【請求項３６】  請求項３５の方法において、少なくとも１つの電極が外科

用器具の圧力管腔及び排出管腔の少なくとも一方の末端面を備える方法。

    【請求項３７】  請求項３６の方法において、電気信号を印加するステップ

において、双極電気信号が外科用器具の２つの電極に印加される方法。

    【請求項３８】  請求項３４の方法において、
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  外科用器具の回転可能な構成部品を回転させるステップと、

  回転可能な構成部品の回転面を第二の選んだ組織と接触させるステップと、

  回転面により第二の選んだ組織を粉砕し、切断し又は融除するステップとを更

に備える方法。

    【請求項３９】  請求項３４の方法において、液体切断ジェットを形成する

ステップが焼灼するステップと独立的に行われる方法。

    【請求項４０】  請求項３４の方法において、液体切断ジェットを形成する

ステップ及び焼灼するステップが同時に行われる方法。

    【請求項４１】  患者の液体を充填した視覚的に監視される外科的領域内の

出血する血管の位置を探知すると共に、外科的領域の視覚が損なわれる前に出血

を止めるべく血管を電気焼灼する方法において、

  外科用器具を患者の外科手術領域内に挿入すること、

  外科器具の排出管腔により外科手術領域から液体の一部分を制御可能に排出す

ること、

  出血する血管から発生して且つ外科器具の排出管腔に向け且つ該管腔内に流れ

る血液の跡を視覚化すること、

  外科用器具を血液の跡に沿って外科手術領域内の出血する血管内に向けて移動

すること、

  外科用器具の少なくとも１つの電極面を出血する血管に近接する位置に配置す

ること、

  出血する血管からの出血を止めるべく出血する血管を電気焼灼するため、電気

信号を電極に印加することを備える方法。

    【請求項４２】  請求項４１の方法において、液体を制御可能に排出するス

テップが、

  外科用器具により液体ジェットを形成すること、

  液体ジェットを外科用器具の排出管腔内のジェット受け入れ開口部に向けるこ

と、

  排出管腔と流体的に連通した外部の吸引源を付与することなく、液体ジェット

を構成する液体を除去することを備える方法。



(8) 特表２００３－５１９５２５

    【請求項４３】  請求項４１の方法において、外科手術領域が内視鏡法用の

探針により視覚的に監視される方法。

    【請求項４４】  請求項４１の方法において、電極面を配置するステップに

おいて、外科用器具の２つの電極面が出血する血管に近接して配置され、信号を

印加するステップにおいて、出血する血管からの出血を止めるべく出血する血管

を電気焼灼するため双極電気信号が電極に印加される方法。

    【請求項４５】  請求項４４の方法において、外科用器具の圧力管腔外面の

一部分が第一の電極面を備え、外科用器具の排出管腔の外面の一部分が第二の電

極面を備える方法。
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【発明の詳細な説明】

      【０００１】

    【発明の分野】

  本発明は、少なくとも１つの一体化した電気焼灼電極を含む、患者に対し外科

的処置を施す外科用器具及び外科的処置にて該器具を使用する方法に関する。

      【０００２】

    【背景技術】

  従来、外科的領域を露出させるため比較的大きい切開部を利用する開放外科処

置を使用して多くの外科的処置が患者に対して施されてきた。多くの従来の方法

は、また、典型的に、組織の区別能力が劣り且つ慎重に利用しない限り、外科的

処置箇所を取り巻く組織を時として誤って傷付けることがあるメス、スクレーパ

、鈍角な切開器、レーザ、電気外科的装置等のような外科用器具も利用している

。かかる従来技術の外科用器具による開放外科手術は、患者に対し広範囲にわた

る外傷を与え、回復期間が長く且つ合併症の可能性があるという問題点を伴う。

      【０００３】

  皮膚又は体腔の小さい穴をかいして外科的箇所にアクセスすることにより侵襲

性の少ない技術を使用して多くの外科的処置を行うことが近年の１つの傾向であ

る。これらの技術は、「最小侵襲性外科手術」として既知である。一般に採用さ

れる最小侵襲性外科技術は、内視鏡下、腹腔鏡下及び関節鏡下外科的処置を含む

。最小侵襲性外科的処置は、外科手術中の患者への外傷が少なく、また、多くの

場合、合併症の可能性が少なく且つ回復時間が短いため、最小侵襲性外科的処置

は、一般に、多くの適用例に対し開放外科的処置よりも好ましい。

      【０００４】

  最小侵襲性外科的処置及びより従来の開放外科的処置双方のため、多岐にわた

る外科用器具が開発され且つ利用されている。頻繁に使用される器具は、ブレー

ド及びメス型器具、モータ作動式回転切断及び（又は）粉砕器具、レーザ器具、

液体ジェット切断器具及び電気外科的器具を含む。典型的に、従来技術の器具に

は、多岐にわたる不利益な点がある。例えば、典型的な従来技術の外科用器具、

特に、最小侵襲性外科的処置に利用される器具は、１つの特定の外科的機能を果
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たすため単一の構成部品を含む末端を有している。例えば、回転切断要素又は粉

砕ヘッド、組織融除レーザ、液体切断ジェット又は電気外科的切断ジェットを含

む末端を有する外科用器具は当該技術分野で既知である。これら従来技術の器具

の多くは、多岐にわたる不利益な点がある。例えば、切断機能のみを果たす形態

とされた末端を有する器具を患者の外科的領域から除去し且つ粉砕し又は電気焼

灼法のようなその他の外科的機能が必要とされるならば、追加的な器具と置換し

なければならない。同様に、粉砕構成部品又は電気手術的又は電気焼灼法構成部

品を有する末端を含む器具を外科的領域から除去し且つ外科的切断等のようなそ

の他の機能を果たすための追加的な器具と置換しなければならない。特に、最小

侵襲性外科的処置の間に行われるとき、外科器具を除去し且つ交換することは、

速度及び便宜性の観点から、また、外科的領域内にて行われるべき多数の作業を

必要とする複雑な外科的処置を行うとき外科用器具の安全性及び効果の観点から

望ましくないことがある。

      【０００５】

  多岐にわたる最小侵襲性外科的処置を含む多岐にわたる外科的処置に対し、外

科的領域内で回転する構成部品を含む外科用器具を利用することが望ましいこと

がしばしばある。回転構成部品を提供する器具は、粉砕、研磨、穴穿け、回転す

る切断ブレードによる切断等のような外科的作業のため有利に利用することがで

きる。外科的処置にて使用するため回転軸を提供する典型的な従来技術の外科用

器具は、典型的に、軸の回転を駆動するため電気モータを採用し又はこれと代替

的に、空気圧駆動の回転するタービンロータを採用している。かかる従来技術の

器具は、多岐にわたる不利益な点がある。例えば、電気モータにより駆動される

器具は、回転軸に接続された粉砕バリ、又はその他の組織に接触する構成部品で

あって、作動中、外科的領域内で組織に接触する構成部品に加えられた抵抗及び

トルクに対する軸の回転速度の応答性が比較的劣る構成部品を回転させることが

しばしばである。この不良な応答性及びフィードバックは、いくつかの場合、例

えば、装置の粉砕バリのような回転する組織接触構成部品が外科的領域内での特

別な所望の位置にて組織との接触を保つことの困難性（例えば、粉砕バリが粉砕

する表面に沿って滑り又は飛び越すため）のような多岐にわたる困難性を生じ、
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また、外科用装置のハンドル又はその他のユーザインターフェースへのトルクの

望ましくない伝達を生じ、操作者の制御を失わせ、また、意図しない組織への損

傷を生じる可能性がある。

      【０００６】

  回転する軸を提供する空圧作動式外科用装置は、典型的に、電気モータ作動の

器具よりも付与された負荷にて回転する軸の回転速度を一層良く補償する。しか

し、空気圧作動の器具は、器具の作動中、外科用器具を極めて高圧のガス供給源

に接続することを必要とし、このことは、不便で、コスト高である、すなわち望

ましくない。

      【０００７】

  トロット（Ｔｒｏｔｔ）らに対する米国特許第５，８０３，７３３号には、加

圧流体入口がハンドルピース本体に対して軸方向に向けられた空気圧作動式外科

用ハンドピースが記載されている。該ハンドピースは、閉じた導管内を流れる流

体によって回転される反動型タービンを含む。該ハンドピースは、片持ち式ター

ビンロータを利用し、ここで、ハンドルピースの出力軸及びタービンロータは、

共直線状である枢軸の周りを回転する。

      【０００８】

  液体駆動タービンロータを利用する外科用器具も既知である。ケンゼイ（Ｋｅ

ｎｓｅｙ）への米国特許第４，６３１，０５２号には、作動中、タービン駆動装

置により回転し得るようにされた作用ヘッドを有する細長い可撓性の再開通カテ

ーテルが記載されている。該タービン駆動装置は、閉じた導管内を流れる圧力被

駆動液体によりその回転動作が付与される反動タービンを備える液体被駆動ター

ビンロータを利用する。タービンロータ及び装置の回転作用ヘッドは、共に直接

接続され、このため、これらは、作動中、実質的に同一の速度にて回転する。更

に、ロータ組立体がカテーテルの末端に配置され且つ作動中、液体中に略完全に

没する。

      【０００９】

  メッカ（Ｍｅｃｃａ）への米国特許第４，６９０，１４０号には、その末端に

回転する切断装置を有する、血管の内壁を覆う沈着物を除去するために使用され
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るカテーテルが記載されている。回転切断装置の回転動作は、圧力被駆動液体の

流れにより付与される。回転切断装置の切断面及びタービンロータは、ほぼ同一

の速度にて且つ同一の回転枢軸の周りを回転する単一の構成部品を備えている。

上述した米国特許第４，６３１，０５２号におけるように、米国特許第４，６９

０，１４０号の回転する切断要素がカテーテルの末端に配置され、このため、装

置を回転させるタービンロータは、作動中、略完全に液体中に没する。

      【００１０】

  回転する外科用構成部品又は液体灌流及び（又は）吸引能力と組み合わせて電

気外科的切断又は焼灼電極を提供する外科用器具もまた既知である。

  クレスチェ（Ｋｒｅｓｃｈ）への米国特許第５，５２７，３３１号には、非導

電性流体により膨張させた器官内で使用される組織の切開装置が記載されている

装置。の末端は、灌流管腔と、回転可能な駆動管と、駆動管の吸引管腔とを備え

ることができる。切断先端を駆動管の末端に取り付けることができる。いくつか

の形態において、切断先端は電気外科的切開電極として機能し得る更なる形態と

されている。

      【００１１】

  ナーデラ（Ｎａｒｄｅｌｌａ）らへの米国特許第５，９４１，８７６号には、

回転ブレード構成部品のような回転組織作用装置と、回転ドリルと、又は回転す

る剃り／融除装置とを備える電気外科用装置が記載されている。回転する装置。

は、また、電気外科手術用の能動的なエネルギ供給電極としても機能する。

      【００１２】

  リゴビィ（Ｒｉｇｂｙ）らへの米国特許第５，２５４，１１７号には、組織を

切断し且つ焼灼する低又は高周波数電圧のいずれかを引火することのできる多機

能内視鏡探針装置が記載されている。該装置は、細長い多管腔管を有している。

多管腔管は、洗浄管腔と、吸引管腔と、摺動可能に伸長可能で且つ引込み可能な

電気外科用切断先端用の通路を提供する管腔とを有している。多管腔管の内面及

び外面は、絶縁のため均一な厚さのポリアミド層にて被覆することができる。い

くつかの実施の形態において、多管腔管の外面には、シュリンクラップしたポリ

テトラフロオロエチレン絶縁層が更に被覆されている。
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      【００１３】

  アリアス（Ａｒｉａｓ）らへの米国特許第５，４２９，５９６号には、挿入可

能な探針及びアタッチメントを有する内視鏡電気外科用吸引－洗浄器具が記載さ

れている。該器具は、その基端にて密封された流体チャンバを備え、また、探針

を受け入れるスリット弁を備え、その末端にてカニューレに接続され、挿入した

探針がこのカニューレを通って伸びる。流体チャンバは吸引及び（又は）洗浄口

を選択的に設けることができ、また、流体チャンバには、挿入した電気外科用探

針に電圧を供給する電気接点を備えている。探針の形態に依存して、吸引及び（

又は）洗浄口を探針とカニューレとの間の環状空間に又は探針を通じて設けるこ

とができる。

      【００１４】

  アイザックサン（Ｉｓａａｃｓｏｎ）らを発明者とする国際出願第ＷＯ／９７

／２４０７４号には、子宮鏡下電気外科用装置が記載されている。該装置は、電

気外科用探針と、洗浄通路と、排出通路とを備えている。いくつかの形態におい

て、器具によって提供される双極システムの戻り電極は、正電極組立体の周りで

同心状であるシースの内面及び（又は）外面に沿って伸びている。

      【００１５】

  上述した外科用器具は、いくつか場合、開放及び最小侵襲性外科的処置を行う

多くの従来技術の外科用器具の改良ではあるが、依然として多岐にわたる外科用

機能を果たすため多岐にわたる開放及び（又は）最小侵襲性外科的処置にて利用

する能力をも有する改良された切断、融除、粉砕及び（又は）組織の焼灼能力を

有する外科用器具を提供することが依然として当該技術分野にて必要とされてい

る。本発明は、多くの実施の形態にて、かかる改良された外科用器具を提供し、

また、多岐にわたる外科的処置にてその装置を使用するための方法を更に提供す

るものである。

      【００１６】

    【発明の概要】

  本発明は、患者の身体の組織に対し電気焼灼法を行うため電極を利用して外科

的処置を行う一連の装置を提供するものである。本発明は、１つの特徴において
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、電気焼灼を行う少なくとも１つの電極を提供する外科用器具から成る一連の装

置を含み、また、別の特徴において、外科用器具にて組織の切断及び焼灼を行う

方法を提供する。更に別の特徴において、本発明は、液体を充填した視覚的に監

視される患者の外科手術領域内で出血する血管の位置を探知すると共に、外科手

術領域の視覚状態が損なわれる前に出血を止めるべく血管を電気焼灼する方法に

関するものである。

      【００１７】

  １つの特徴において、本発明は一体化した電気焼灼具を備える一連の外科用装

置を提供する。１つの装置は、患者に対し外科的処置を行い得るようにされた末

端と、操作者が制御可能な基端とを有する外科用器具を備えている。該器具は、

高圧の液体を器具の末端に向けて伝達するのに十分な破断強度を有する圧力管腔

を備えている。該圧力管腔はジェット開口部を提供する少なくとも１つのノズル

を備えている。該ノズルは高圧の液体が貫通して流れるとき、液体切断ジェット

を形成する形状とされている。該器具は、回転可能な軸と、該軸によって駆動可

能であり且つ外科手術領域内の組織と接触可能な構造及び配置とされた外科用構

成部品とを更に備えている。該器具は、少なくとも１つの電気焼灼電極を更に備

えている。

      【００１８】

  別の装置は、患者に対し外科的処置を行い得るようにされた末端と、操作者が

制御可能な基端とを有する外科用器具を備えている。該器具は、回転可能な軸と

、該軸によって駆動可能であり且つ外科手術領域内の組織と接触可能な構造及び

配置とされた外科的構成部品とを備えている。該器具は、器具が作動していると

き、回転可能な軸に駆動可能に接続された液体ジェット被駆動の回転可能なロー

タを更に備えており、液体ジェット被駆動の回転可能なロータの回転により回転

可能な軸がそれに相応して回転する。器具は少なくとも１つの電気焼灼電極を更

に備えている。

      【００１９】

  更に別の装置は、患者に対し外科的処置を行い得るようにされた末端と、操作

者が制御し得るようにされた基端とを有する外科用器具を備えている。該器具は
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、高圧液体を器具の末端に向けて伝達するのに十分な破断強度を有する圧力管腔

を備えている。圧力管腔はジェット開口部を提供する少なくとも１つのノズルを

備えている。該ノズルは、高圧の液体が貫通して流れるとき、液体切断ジェット

を形成する形状とされている。該器具は、器具が作動しているとき、液体切断ジ

ェットを受け入れ得るように所定の距離にてジェット開口部と対向する位置に配

置可能なジェット受け入れ開口部を有する排出管腔を更に備えている。該器具は

、圧力管腔の外面の少なくとも一部分を備える第一の電極と、排出管腔の外面の

少なくとも一部分を備える第二の電極とを更に含む。

      【００２０】

  別の装置は、患者に対し外科的処置を行い得るようにされた末端と、操作者が

制御し得るようにされた基端とを有する外科用器具を備えている。該器具は、該

器具の末端と基端との間の第一の液体通路を提供する、導電性材料で出来た第一

の管腔を備えている。該器具は、該器具の末端と基端との間に第二の液体通路を

提供する、導電性材料で出来た第二の管腔を備えている。第一の管腔は第一の電

位と電気的連通状態に接続可能である。第一の管腔は、外科的処置のため器具が

利用されるとき、患者の外科手術領域内に挿入され、実質的に連続的な電気絶縁

層にて被覆された外面を器具の少なくとも末端に備えている。第一の管腔はまた

、第一の電気焼灼電極を形成するその末端における非絶縁領域を備えている。第

二の管腔は第二の電位と電気的連通状態に接続可能であり、また、外科的処置の

ため器具が使用されるとき、患者の外科手術領域内に挿入され、導電性であり且

つ第二管腔末端の領域を除いて第二の電気焼灼電極を形成する外面を器具の少な

くとも末端に有しており、第二管腔末端の領域は実質的に連続的な電気絶縁層で

被覆されている。

      【００２１】

  別の特徴において、外科的処置を行う方法が記載されている。この方法は、外

科用器具を患者の外科手術領域内に挿入することと、外科用器具にて液体切断ジ

ェットを形成することと、液体切断ジェットにより患者の選んだ組織を切断し又

は融除することと、外科用器具の少なくとも１つの電極の電気信号を印加するこ

とと、患者の組織を焼灼することとを備えている。
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      【００２２】

  更に別の特徴において、本発明は、患者の液体を充填した視覚的に監視された

外科手術領域内で出血する血管の位置を探知し且つ外科手術領域の視覚が損なわ

れる前に出血を止めるべく血管を電気焼灼する方法を提供する。この方法は、外

科用器具を患者の外科手術領域内に挿入することと、外科用器具の排出管腔によ

り外科手術領域から液体の一部分を制御可能に排出することと、出血する血管か

ら発生し且つ外科用器具の排出管腔に向けて且つ該排出管腔内に流れる血液の跡

を視覚化することと、外科用器具を血液の跡に沿って出血する血管に向け、外科

手術領域内で移動することと、外科用器具の少なくとも１つの電極面を出血する

血管に近接する位置に配置することと、出血する血管からの出血を止めるべく出

血する血管を電気焼灼するために電気信号を電極に印加することとを備えている

。

      【００２３】

  本発明のその他の有利な点、新規な特徴及び目的は、概略図であり且つ正確な

縮尺で描くことを目的としない添付図面と共に検討したとき、本発明の以下の詳

細な説明から明らかになるであろう。図面において、色々な図面に図示した同一

又は略同一の構成部品の各々は１つの参照番号で表示してある。明確化のため、

構成部品の各々を各図面に表示したわけではなく、また当該技術分野の当業者が

本発明を理解することを許容するのに図面が必要でない場合、本発明の各実施の

形態における構成部品の各々を図示するものではない。

      【００２４】

    【詳細な説明】

  本発明は、多岐にわたる用途にて有用な多岐にわたる液体ジェット器具を提供

するものであり、該器具の多くは多岐にわたる外科的処置を行うのに特に良好に

適している。本発明により提供される液体ジェット器具は、色々な外科手術分野

で使用される多岐にわたる異なる形態とすることができる。更に、該器具により

形成された液体ジェットは多岐にわたる目的のために使用することができる。例

えば、人間又は動物の身体の色々な組織の切断、融除、刻込み、創面切除、層間

剥離等のために使用することができる。本明細書で使用する「組織」という語は
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、広く人間又は動物の身体の１つの構成要素を意味し、該構成要素は非限定的に

、筋肉、皮膚、軟骨、腱、骨、歯、脳、心臓組織、血管、内部器官、目の組織等

を含むものとする。

      【００２５】

  また、本発明のいくつかの実施の形態に従った器具により提供される回転可能

な軸を回転させる駆動力を提供するため液体ジェットを使用することもできる。

粉砕、融除、切断、穴穿け、研磨、ねじ込み、固定工具の作動のような色々な外

科的作業を行うためかかる器具の回転可能な軸を使用することができる。

      【００２６】

  本発明に従って提供される特定の好ましい外科用器具は、操作者の手で楽に保

持し得る形状及び形態とされた把持領域すなわち本体を有する基端を持つ外科用

ハンドピースの形態とされている。また、該器具は組織と接触可能な構造及び配

置とされた少なくとも１つの構成部品を含む末端も有している。以下により詳細

に説明するように、特定の実施の形態において、上述した構成部品は回転可能な

軸の末端を備えることができ、該回転可能な軸は、例えば、粉砕バリ、切断ブレ

ード、ドリル、スクリュードライバ又はその他の構成部品を含むことができる。

      【００２７】

  特定の好ましい実施の形態において、該器具は液体切断ジェットを形成する少

なくとも１つのノズルを含む末端を有している。色々な本発明の外科用器具の末

端は患者に対し外科的処置を行うため、特定の好ましい実施の形態にて利用する

ことができる。本明細書に記載した外科用器具はハンドピースの形態を有するも

のとして図示したが、本発明は外科用ハンドピースに厳格に限定されるものでは

なく、本発明はまた、少なくとも１つの液体ジェット形成構成部品を含むが、多

岐にわたる代替的な形態及び目的を有する器具を利用して実施することもできる

ことを理解すべきである。例えば、外科用ハンドピースの形態とすることに代え

て、本発明の外科用器具は、Ｘ／Ｙ／Ｚ位置決め機械のような機械による制御の

操作可能な形態とすることもできる。また、器具の末端にて液体切断ジェットを

提供する器具を含む実施の形態の場合、液体ジェット器具は多岐にわたる外科的

用途にて使用することができ且つ患者の身体の色々な組織、器官等の切断、穴穿
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け、えぐり、開孔、剥ぎ取り、層間剥離、液化、融除、整形、形成等を行うため

高圧の液体ジェットを利用することができる。

      【００２８】

  本発明により提供される液体ジェット外科用器具は、液体ジェット開口部を提

供する少なくとも１つのノズルにて終わる末端と、例えば、高圧ポンプ又は高圧

液体ディスペンサにより供給される高圧の液体供給源と流体的に連通し得るよう

に接続可能な基端とを有する少なくとも１つの圧力管腔を備えることが好ましい

。該液体ジェットノズルは、以下により詳細に説明するように、高圧の液体がノ

ズルを通って流れるとき、液体ジェットを形成し得る形状とされている。特定の

実施の形態において、器具の回転可能な軸を回転させる駆動力を発生させるため

液体ジェットが使用され、この器具の回転可能な軸は、好ましい実施の形態にお

いて、外科用器具の本体から器具の末端に向けて伸びるようにすることができる

。いくつかの実施の形態において、該器具は、高圧の液体を器具の末端に向けて

伝達する圧力管腔を有しており、該圧力管腔は、高圧の液体が貫通して流れると

き、液体切断ジェットを形成する少なくとも１つのノズルを備えている。外科用

器具がその末端にて液体切断ジェットを提供する実施の形態において、外科的処

置にて患者の色々な組織の切断、融除、刻込み、縁処理、形成、創面切除等を行

うために液体切断ジェットを使用することができる。

      【００２９】

  特に好ましいいくつかの実施の形態おいて、本発明により提供される外科用器

具は、１つが器具の末端にて液体切断ジェットを形成するためのものであり、も

う一方が外科用器具内に含められた回転可能な軸の回転を駆動するのに利用され

る少なくとも１つの液体ジェットを形成するためのものである、２つの圧力管腔

を備えている。好ましいいくつかの実施の形態において、高圧ポンプ又は高圧デ

ィスペンサにより器具に供給される液体圧力は、器具の操作者が調節可能に制御

し、液体切断ジェットの切断又は融除の力又は回転可能な軸を回転させるべく供

給される動力が操作者により調節可能であるようにする。この圧力の調節可能性

は、操作者が外科手術領域内の異なる型式の組織を区別することのできる器具に

より液体切断ジェットを形成することを許容し且つ（又は）操作者が回転可能な
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軸の末端が利用される外科的処置の特定の必要性に従って種々の最大の実現可能

なトルクレベルにて色々な回転速度で器具の回転可能な軸を回転させることを許

容することができる。

      【００３０】

  例えば、器具の末端にて提供された液体切断ジェットを含む実施の形態の場合

、液体ジェットがその下方のより硬い組織を損傷させずに柔軟な組織を切断し又

は融除するのに十分な強さを有するならば、筋肉又は骨のようなより硬い組織の

表面から脂肪のような柔軟な組織を切断し又は融除するためより低圧力を利用す

ることができる。次に、筋肉又は骨のような硬い組織を切断し又は融除すること

のできる液体切断ジェットを形成するのに十分なより高圧力を選ぶことができる

。液体ジェット被駆動の回転可能な軸を含む実施の形態の場合、例えば、比較的

柔軟な組織を切断し又は縁処理するために使用される回転可能な軸の末端に配置

された切断ブレードを有する実施の形態のような、比較的低回転速度及び（又は

）トルクが必要とされる実施の形態に対し比較的低圧の液体を利用し、例えば、

粉砕バリが回転可能な軸の末端を備え又は該末端に接続可能であり且つ例えば、

骨のような硬い組織を粉砕するために使用される実施の形態に対しより速い回転

速度及び（又は）最大トルクが必要とされる外科的処置に対し高圧の液体を利用

することができる。このようにして、本発明により提供される液体ジェット外科

用器具は、多くの実施の形態にて色々な外科的処置において極めて選択可能で且

つ制御可能な組織の切断、融除、粉砕等を行うことができる。更に、以下により

詳細に説明するように、外科的処置を行うため液体切断ジェット及び回転可能な

軸の双方を提供する外科用器具を使用する実施の形態の場合、外科用器具の本体

内に液体流れ方向決め弁を含めることができる。この弁は、器具の末端にて液体

切断ジェットを形成するノズルと流体的に連通する外科用器具内の圧力管腔に対

し、また、回転可能な軸の回転を駆動し得る形態とされた液体ジェットを形成す

るノズルと流体的に連通する圧力管腔に対し又はその双方に対し同時に高圧液体

を向ける機能を果たすことができる。

      【００３１】

  その末端にて液体切断ジェットを提供する形態とされた本発明の外科用器具の
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好ましい実施の形態はまた、器具が作動しているとき、液体切断ジェットのエネ

ルギを受け取り且つ（又は）放散し得るように液体ジェット開口部から所定の距

離にて液体切断ジェットが放出されるノズルのジェット開口部オリフィス（以下

に、「液体ジェット開口部」又は「ジェット開口部」と称する）と反対側に配置

された液体ジェット標的すなわち放散器を備えることもできる。該標的／放散器

は、使用中、液体切断ジェットの方向を誤り、外科手術領域内の意図しない組織

を損傷させる可能性を防止する点で、標的又は放散器を含む実施の形態は好まし

い。この標的／放散器は、ノズルの液体ジェット開口部と切断ジェットが衝突す

る標的／放散器の表面との間の所定の距離により画成された所定の液体切断ジェ

ットの長さを提供することを可能にする。かかる実施の形態により、外科手術領

域内の標的／放散器を超えた位置にある組織の意図しない付随的な損傷を与える

危険性が少ない状態で組織の外科的切断又は融除を行うため、液体切断ジェット

を利用することができる。

      【００３２】

  いくつかの実施の形態において、標的／放散器は、液体ジェットを無害の噴霧

に変換することにより液体切断ジェットのエネルギを放散することのできる単に

堅固な表面とすることができる。しかし、より好ましい実施の形態において、標

的は外科用器具の一部を形成する排出管腔内に含めたジェット受け入れ開口部に

より画成される。ジェット受け入れ開口部を有する排出管腔を含む器具の好まし

い実施の形態において、所定の液体ジェット長さ（液体ジェット開口部とジェッ

ト受け入れ開口部との間の所定の距離により画成）を提供し且つ上述したような

意図しない損傷を防止することに加えて、排出管腔は、また外科手術領域から液

体、融除した組織及び屑を除去するために利用することもできる。本発明により

液体切断ジェットを受け取る排出管腔を有する外科用ジェット器具のいくつかの

実施の形態において、例えば、真空ポンプ又は吸引機のような外部の吸引源を排

出管腔の基端と流体的に連通する状態で提供し、ジェット受け入れ開口部をかい

して外科手術領域から材料を排出するのに必要な吸引駆動力を提供することがで

きる。しかし、いくつかの好ましい実施の形態において、本発明は、液体切断ジ

ェットを構成する液体切断ジェット及び融除した組織並びに屑の実質的に全てを
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外部の吸引源を必要とせずに、外科手術部位から排出することを可能にし得るよ

う液体切断ジェットを形成する（以下の詳細な説明から当該技術分野の当業者に

明らかになるように）ジェットノズルに対して形状及び位置を設定可能な排出管

腔を有する外科用器具を提供する。いくつかの好ましい実施の形態において、排

出管腔に向けられる液体切断ジェットにより形成される排出力は、排出管腔の基

端に配置された排液リザーバ又は排出管腔の基端に接続された排出導管まで手術

部位から材料を排出するのに十分である。かかる実施の形態において、液体切断

ジェット及び排出管腔は、共にエダクタポンプとして機能し、このポンプは、液

体切断ジェットの移動する流体のモーメント及び運動エネルギを利用して液体、

融除した材料及び屑を排出管腔を通じて外科手術部位から駆動することのできる

排出力を発生させる。

      【００３３】

  以下に詳細に説明するように、本発明は、外部の吸引源を使用する（すなわち

、エダクタポンプ作用を介する）ことなく排出管腔を通じて材料を排出する効果

は、いくつか場合、液体切断ジェットを形成する構成部品と液体切断ジェットを

受け入れる構成部品との間に特定の幾何学的関係を提供すると共に、例えば、排

出管腔のジェット受け入れ開口部の寸法を、ジェット受け入れ開口部とノズルに

より液体切断ジェットを形成するジェット開口部との間の所定の距離に関係付け

得るように、特定の本発明の器具を設計することにより、改良することが可能で

あることを教示するものである。また、本発明によって教示されるように、効果

的なエダクタポンプの作用を提供する上述した幾何学的関係を相互に関係付ける

ものは、液体ジェットノズル設計及び排出管腔末端のジェット受け入れ開口部の

形状である。

      【００３４】

  本発明により提供される液体ジェット外科用器具は、液体充填環境及びガス状

環境の双方から成るものを含む、多岐にわたる外科手術領域内で液体切断ジェッ

ト及び（又は）組織に接触する回転可能な外科用構成部品を伴う外科的処置を行

うために利用することができる。以下に説明するように、その末端にて液体切断

ジェットを提供する本発明外科用器具の特定のものは、いくつかの実施の形態に
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おいて、器具が作動しているとき液体切断ジェットを形成するノズルと、ジェッ

ト受け入れ開口部とを含む器具の末端が液体中に没する、液体充填の外科的環境

内で外科的処置を行うのに特に良好に適している。かかる装置は例えば、内視鏡

、関節鏡、又はその他の外科的処置にて使用される外科用ハンドピースの形態と

することができる。

      【００３５】

  本明細書に記載され且つ参考として引用し本明細書に含めた、流体ジェット外

科用器具（ＦＬＵＩＤ  ＪＥＴ  ＳＵＲＧＩＣＡＬ  ＩＮＳＴＲＵＭＥＮＴＳ）

という名称の同一人が所有する同時出願係属中の米国特許出願第０９／３１３，

６７９号により詳細に記載されているように、その末端にて液体切断ジェットを

提供する本発明の外科用液体ジェット器具は、外科手術部位から材料を効果的に

除去すると共に、液体切断ジェットの中央領域と排出管腔の長手方向枢軸との間

で多岐にわたる角度方向に対し外部の吸引源を必要とせずに、材料を排出管腔を

通じて輸送し得る形態とすることができる。本明細書で使用する「液体ジェット

の中央領域」という語は、液体ジェットの幾何学的中心を画成する１つの領域を

意味する。この領域は、典型的に、ノズルの液体ジェット開口部の内周によりそ

の外面の形状が設定され且つその周縁が画定される円筒体内に保持された液体ジ

ェットの実質的に円筒状領域であり、この周縁はジェットノズルの長手方向枢軸

と共直線状である枢軸に沿って液体ジェット開口部からジェット受け入れ開口部

まで突き出している。以下により詳細に説明するように、ジェットノズルの「長

手方向枢軸」は、圧力管腔のノズル領域の軸方向中心線により画成される。排出

管腔の「長手方向枢軸」はジェット受け入れ開口部の基端側の領域内で排出管腔

の幾何学的中心を画成する枢軸を意味するものとする。色々な構成部品の長手方

向枢軸間の幾何学的関係を説明するときに使用するように、「共直線状」という

語は、その長手方向枢軸が実質的に同一の線及び空間の上で重ね合わされる構成

部品の状態を意味するものとする。同一の説明にて使用する「平行」という語は

、必ずしも共直線状ではないが、空間内で実質的に同一の方向に方向決めされる

長手方向枢軸の状態を意味するものとする。従って、本発明の特定実施形態に従

って提供される外科用器具は、軸方向、横方向又は外科用器具の基端又は本体を
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画成する長手方向枢軸に対し０から１８０゜の間の任意の角度にて方向決めされ

る液体切断ジェットを提供する器具を含む、多岐にわたる液体切断ジェットの角

度形態に対しかかる管腔と流体連通状態に接続された外部の真空源を必要とせず

に、液体切断ジェットの排出管腔をかいして材料及び屑を外科手術部位から効果

的に排出することを可能にする。

      【００３６】

  液体切断ジェットを受け入れる排出管腔を含む、外科用器具を採用する実施の

形態の場合、器具が作動しているとき、液体ジェットと共に排出される組織の少

なくとも一部を複数の粒子に解離することが可能な設計とされて、ジェット受け

入れ開口部内に及び（又は）下流にある領域を有するように液体切断ジェットを

受け入れる排出管腔の構造とすることにより、排出管腔の詰まりを防止すること

ができる。本明細書で使用するように「解離」という語は、例えば、管腔を詰ま

らせずに、排出管腔を通るのに十分に小さい寸法の粒子に材料を分解することの

できる極めて大きい流体せん断力及び衝撃力の領域を形成する強力な乱流を受け

る排出管腔内の液体によって取り込まれた組織のような、取り込まれた材料を分

解することを意味するものとする。好ましい実施の形態において、排出管腔は取

り込まれた組織の相当な部分を実質的に顕微鏡的な複数の粒子に解離することが

できる。本明細書で使用する「顕微鏡的」という語は、人間の目が裸眼状態で見

ることができないほど極めて小さい寸法の粒子を意味するものとする。

      【００３７】

  作動時、液体切断ジェット及び液体切断ジェットにより取り込まれた高速度の

流体がジェット受け入れ開口部の断面積の相当な部分を占めるが、ジェット受け

入れ開口部の断面積よりも大きい領域を占めないような形態とされた末端を有す

る外科用ジェット器具を提供することにより、ブローバイ（液体切断ジェット又

は液体切断ジェットにより取り込まれた高速度流体の一部がジェット受け入れ開

口部の面にてジェット受け入れ開口部の断面積よりも大きい断面積を有し、この

ため、液体切断ジェット又は高速度流体の少なくとも一部がジェット受け入れ開

口部を外れるすなわち「やり過ごす」状態として定義される）を防止することが

可能となる。以下により詳細に説明するように、この「相当な分」とは、液体切
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断ジェットにより形成される取り込み領域が占めるジェット受け入れ開口部の断

面積の少なくとも５０％であるが、１００％以下であることを意味するものとす

る。

      【００３８】

  上述したように、本発明により提供される外科用器具の特定実施形態は、いく

つかの好ましい実施の形態において、器具の本体又は器具の基端から器具の末端

に向けて伸びる回転可能な軸を含む。本発明により提供される回転可能な軸は、

外科手術領域内で組織に接触可能な構造及び配置とされた外科用構成部品を備え

又は該外科用構成部品に可逆的に接続可能な末端を有することもできる。本明細

書で使用される回転軸の「末端」という語は、器具が作動しているとき、器具の

末端及び外科手術領域内に配置される回転軸の一部分を意味するものとする。回

転可能な軸の末端は、いくつかの実施の形態において、依然として、器具が作動

しているとき、外科手術領域内にある回転可能な軸末端の先端の基端側の領域を

含むことができることを特に認識すべきである。

      【００３９】

  組織と接触可能な構造及び配置とされた構成部品は、回転可能な軸自体の末端

により構成し又はこれと代替的に、回転可能な軸の末端に着脱可能に取り付ける

ことができ／接続可能である構成部品とすることができる。かかる構成部品は、

当該技術分野の当業者に明らかであるように、色々な外科的処置にて有用な多岐

にわたる機能を果たすべく多岐にわたる形態にて提供することができる。例えば

、いくつかの実施の形態において、構成部品は、シース領域内で組織の切断、粉

砕、融除、整形、穴穿け、繰り抜き、解離、研磨、液化、ねじ込み等を行い得る

構造及び配置とすることができる。更に、以下により詳細に説明するように、回

転可能な軸は、外科用器具内に恒久的に又は半恒久的に保持し或いはこれと代替

的に且つより好ましくは、例えば、取り外し且つ異なる外科的機能を果たす異な

る構成部品をその末端に有するもののような、その他の回転可能な軸と交換可能

な形態とすることができる。また、回転可能な軸は、組織と接触可能な構造及び

配置とされた構成部品を含む、その末端が選択的に引込み可能であり、このため

、操作者の制御の下、回転可能な軸の末端を外科手術領域内に選択的に展開させ
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、外科的処置を行い且つその方法が完了したとき、器具内に引込め且つ外科手術

領域から離すことができる。かかる引込み可能な形態は、回転可能な軸及び器具

の末端における液体切断ジェットの双方を含む器具にとって特に有用であり、回

転可能な軸を必要とする外科的処置の間、軸は外科手術領域内に展開させること

ができるが、液体切断ジェットのみを使用することを必要とする方法の間、回転

可能な軸は、所望であるならば、外科手術領域から引き出すことができる。

      【００４０】

  回転可能な軸を含む、本発明により提供される器具の場合、回転可能な軸の基

端は、典型的に、身体内又は器具のユーザは制御可能な基端に配置されている。

軸の基端は、回転可能な軸に回転動作を付与する構造及び配置とされた機構に駆

動可能に接続されている。本明細書で使用する「駆動可能に接続されている」と

いう語は、駆動機構の１つの構成部品が回転可能な軸に対し回転動作を付与する

ように軸が駆動機構と相互に接続されることを意味するものとする。かかる接続

は、当該技術分野の当業者に明らかであるように、非限定的に、歯車駆動装置、

ベルト駆動装置、チェーン駆動装置、摩擦駆動装置等のような多岐にわたる手段

により実現可能である。回転可能な軸を器具内にて回転させるために利用される

駆動機構は、非限定的に、当該技術分野の当業者に明らかであるように、電気モ

ータ、空気圧タービン等を含む１つ又はより多数の多岐にわたる駆動機構を備え

ることができる。しかし、好ましい実施の形態において、本発明は、好ましくは

回転可能な軸に回転動作を付与し得るように身体内又は器具の基端に配置された

本発明の液体ジェット被駆動の回転可能なロータを利用する。

      【００４１】

  本発明に従って提供される液体ジェット被駆動の回転可能なロータ機構の好ま

しい実施の形態は、回転可能なロータに受ける衝撃面に衝撃を加え、これにより

ロータの回転を駆動する一方、該ロータが駆動可能に接続された回転可能な軸の

相応する回転を生じさせるように液体ジェットを向けるべくその末端に液体ジェ

ット形成ノズルを有する圧力管腔を利用する。典型的な従来技術の流体被駆動タ

ービン機構と異なり、本発明により提供される好ましい軸の駆動機構は、膨張ガ

スを利用せず、又は、典型的な従来技術の液体被駆動タービンにおけるように、
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ロータ及び液体の流路を包み込まれた管路又は通路内に封じ込め、ロータがその

回転中、液体中に実質的に完全に没するようにする。かかる従来技術の典型的な

「反動」タービンにおいて、ロータを駆動する液体はロータの駆動面と接触して

いる間、静水圧圧力が顕著に変化する。これに反して、本発明に従って提供され

る液体ジェット被駆動の回転可能なロータ機構は、作動中、液体ジェットにより

回転可能に駆動される間、その周囲のガス状環境内に液体ジェット被駆動ロータ

を保ち、作動中、ロータの実質的にいかなる部分も液体に没しないようにするこ

とが好ましい。換言すれば、本発明に従って、回転可能なロータと接触している

液体は、回転可能なロータのジェット衝撃面に接触する液体ジェットの領域に実

質的に制限される。以下により詳細に説明するように、この機構は圧力管腔のノ

ズルのジェット開口部からガス充填空隙を亙って実質的に平行化した液体ジェッ

トを向け、該液体ジェットがロータの表面に衝撃を加え、該ロータに回転動作を

付与する機能を果たす。以下に説明する実施の形態において、単一の液体ジェッ

トが回転可能なロータの衝撃面に衝撃を加え、これによりロータの回転を駆動す

るように向けられるが、その他の実施の形態において、圧力管腔及び（又は）多

数の圧力管腔内における多数のノズルを利用して器具内の単一又は多数の回転可

能なロータの１つ又はより多数の衝撃面に多数の液体ジェットを向けて回転可能

な軸を駆動するか又はこれと代替的に、多数の回転可能な軸を駆動することがで

きる。

      【００４２】

  いくつかの好ましい実施の形態において、回転可能なロータは器具の本体内の

ハウジング内に保持され、該ハウジングはその内部に蓄積した液体を除去し得る

ように排出し、作動中、回転可能なロータがその周囲の液体内に実質的に没した

ままであるようにする。以下により詳細に説明する特に好ましい実施の形態にお

いて、ジェット受け入れ開口部を含む排出管腔は、ロータを駆動する圧力管腔の

ノズルのジェット開口部と対向し且つ回転可能なロータの衝撃面下流位置に配置

され、排出管腔がロータ駆動の液体ジェットを構成する液体を受け取り且つ排出

するようにする。上述した液体切断ジェットを受け入れ且つ排出するために利用

される排出管腔と同様に、ロータ駆動液体ジェットを受け入れ且つ排出するため
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に利用される排出管腔は、いくつかの実施の形態において、外部吸引源と流体的

連通状態に配置することができ又はより好ましい実施の形態において、外部吸引

源を接続することを必要とせずに、液体ロータ駆動ジェットを構成する液体の実

質的に全てを排出することが可能な形態とすることができる。以下に具体的に説

明する点を除いて、本発明のロータ駆動機構にて利用されるノズル及び排出管腔

に有用な機構は、液体切断ジェットを形成し且つ排出すべく以下に説明するもの

と同様のものとすることができる。

      【００４３】

  上述した好ましい液体ジェット被駆動の回転可能なロータは、ロータに対し回

転動作を付与するため、ロータの衝撃面に接触したとき、液体ジェットのモーメ

ントの変化に起因する衝撃力を主として利用する。本発明の形態において、液体

は、取り巻くガス状環境内でジェット開口部にて自由面を有するジェットとして

圧力管腔のノズルから去る。かかる形態において、ジェットを構成する液体の実

質的に全体的な圧力降下がノズル内で生じる。これに反して、外科用装置内で使

用される典型的な従来技術の流体被駆動の駆動機構は、通路内に封じ込められた

タービン駆動流体流を採用し且つタービン／ロータの回転を駆動するため、ター

ビン／ロータと接触している間、流体の静水圧圧力が変化することを特徴とする

、タービン又はロータと接触している間の流体の加速度を利用する。当該発明者

達は、本発明により提供される好ましい液体ジェット被駆動ロータ機構は、特定

の状態下にて、作動高率を向上させると共に、従来技術の機構と比較してトルク

対負荷の特徴を向上させることが可能であることが分かった。

      【００４４】

  また、以下により詳細に説明するように、本発明の多くの実施形態の場合、回

転可能な軸の回転速度が液体ジェット被駆動ロータの回転速度と相違するように

液体ジェット被駆動ロータを外科用器具の回転可能な軸に駆動可能に接続する機

構を提供することがしばしば望ましい。かかる回転速度を変化させる駆動機構は

当該技術分野の当業者に周知である。本発明の説明において、好ましい駆動接続

機構は減速駆動装置を利用する。本発明に従って利用される減速駆動装置は、非

限定的に、ねじ及びウォーム歯車、ヘリカル歯車、スパー歯車等を含む、当該技
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術分野の当業者に明らかである多岐にわたる形態に形態設定することができる。

本発明のいくつかの好ましい実施の形態は、液体ジェット被駆動の回転可能なロ

ータの回転速度の所定の一部分である回転可能な軸の回転速度を提供する減速駆

動装置の接続機構を利用する。かかる減速機構を利用することにより、粉砕バリ

のような、組織に接触する外科用構成部品を回転させるため回転可能な軸の末端

にて得られる最大トルクは、同一径の回転可能なロータを有する直結駆動接続機

構を利用して得られるトルクよりも減速程度だけより大きくすることができる。

このことは、最大の負荷状態（すなわち、その回転速度が実質的に０となるよう

に回転可能な軸が完全に失速したとき）、特定の最大トルク値が得られるように

より小径の回転可能なロータを使用することを可能にする。以下により詳細に説

明するように、本発明に従って回転可能な軸に回転動作を付与する駆動機構の特

に有利な形態は、外科用器具の回転可能な軸の回転枢軸（軸の長手方向枢軸によ

って画成される）に対し実質的に垂直な回転枢軸の周りで回転する液体ジェット

被駆動の回転可能なロータを利用する。この形態は、減速機構を通じて回転可能

なロータの回転力を回転可能な軸に接続するコンパクトで且つ効果的な手段を提

供する。

      【００４５】

  次に、添付図面に図示したいくつか特定の実施の形態に関して本発明の外科用

器具をより詳細に説明する。説明した実施の形態は単に説明のためのみであり、

特許請求の範囲に記載されたように、本発明の新規な特徴は、当該技術分野の当

業者に明らかであるように、その他の方法にて実施し又はその他の形態を有する

器具に対し利用することができることを理解すべきである。

      【００４６】

  図１には、本発明に従って提供される外科用器具１００の１つの実施の形態が

図示されている。図示した外科用器具１００は、器具の操作者の手で握る形態と

された把持領域１０６を有する本体１０４を含む基端１０２がある外科用ハンド

ピースの形態とされている。図示した本体１０４は、好ましい実施の形態におい

て硬いプラスチック材料で形成することができ、また、本体内に配置された構成

部品にアクセス可能であるように隣接する部分に分離可能であるような形態とさ
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れることが好ましい。図示した実施の形態において、本体１０４は、ねじ付き穴

１１４と合わさるねじ１１２により共に接続された２つの半体１０８、１１０を

備えている。当該技術分野の当業者に明らかであるように、例えば、非限定的に

超音波溶接、スナップ嵌め、溶剤溶接等を含む、ハウジングの部分を共に接続す

る多岐にわたるその他の手段が利用可能であることを理解すべきである。

      【００４７】

  外科用器具１００は、圧力管腔１１８と、排出管腔１２０とを有する末端１１

６を備えている。器具１００の末端１１６は、回転可能な軸１２４の末端に配置

された回転可能な粉砕バリ１２２を更に備えている（図２Ａに、より明確に図示

する）。外科用器具の一領域の説明において本明細書にて使用するとき、「末端

」とは、患者に対し外科的処置を行い得るようにされ且つ器具の作動中、外科手

術領域内に挿入される外科用器具の一部分を意味するものとする。器具１００の

末端１１６は、いくつかの実施の形態において、圧力管腔１１８及び排出管腔１

２０の末端１２６、１２８と、粉砕バリ１２２を含む、回転可能な軸１２４の末

端１３０（図２Ａ参照）とのみを備えることができる。その他の実施の形態にお

いて、器具１００の末端１１６はまた、圧力管腔、排出管腔及び回転可能な軸の

末端の基端側にあり、器具の作動中、患者の外科手術領域内に挿入される構成部

品も備えることができる。更に、図示しないその他の実施の形態において、器具

は、回転可能な軸のみを提供し、器具の末端における圧力管腔及び排出管腔を備

えないようにすることもできる。更に、その他の形態において、該器具は、図示

するように回転可能な軸及び粉砕バリを備えずに、その代わり、器具の末端にお

ける圧力管腔のみを備えるようにし、又はその他の実施の形態において、液体切

断ジェットを受け入れ得るように圧力管腔に対向する位置に配置された標的又は

排出管腔と共に、圧力管腔のみを備えるようにすることができる。

      【００４８】

  図示した実施の形態において、外科用器具１００は、圧力管腔１１８と、排出

管腔１２０と、回転可能な軸１２４とを少なくとも部分的に取り巻くシース１３

２を更に備えている。以下により詳細に説明するように、シース１３２は、管腔

の相対的な動き及び液体切断ジェットの方向の誤りを防止し得るように圧力管腔
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１１８と排出管腔１２０との間に所望の幾何学的形態を維持し且つ（又は）確立

するのを助けるべく管腔に対する支持力を供給するのに役立つ。更に、シース１

３２は、回転可能な軸１２４の末端１３０に対し支持力及び排出作用を提供する

のに使用することができる。図２Ａから図２Ｃに関して以下により詳細に説明す

るように、着脱可能な接続を可能にし得るようにシース１３２のスナップ係止ス

ロット１４０に嵌まるスナップタブ１３８を含むバリ先端支持体１３６が末端１

１６及びシース１３２に着脱可能に接続されている。バリ先端支持体１３６はま

た、回転可能な軸１２４の末端１３０に対する支承面を提供すると共に、圧力管

腔１１８及び排出管腔１２０に対する支持体を提供する作用も果たす。

      【００４９】

  シース１３２の基端１４２は、カラー１４４の末端に密封可能に接続されてお

り、このカラーの機能については以下の図４に関してより完全に説明する。カラ

ー１４４は、器具を組み立てるとき、本体１０４のスロット１４８により所要位

置に保持される着座フランジ１４６を有している。また、フランジ１４６は、器

具の作動中、カラー１４４が回転するのを防止し得るように本体１０４の相補的

な溝内に取り付けられる突出しリッジ１５０も備えている。

      【００５０】

  回転可能な軸１２４を駆動する形態とされた駆動機構１５２が器具１００の本

体１０４内に保持されている。駆動機構１５２の構造及び作用の具体的な詳細は

、図８Ａから図８Ｅに関して以下により詳細に説明する。駆動機構１５２は、液

体ジェット被駆動ロータと、図示し且つ以下により詳細に説明する歯車減速機構

とを備えており、この歯車減速機構は、ねじ締結具１５６により共に保持された

３つの部分から成るロータハウジング１５４内に包み込まれており、該ロータハ

ウジングは、上側ロータハウジングキャップ１５８と、ロータハウジングブロッ

ク１６０と、ロータハウジング底部構成部品１６２とを備えている。高圧の液体

がロータ駆動圧力管腔１６４をかいして駆動機構１５２に供給される。ロータハ

ウジング１５４は、ロータジェット排出管腔１６６、ロータハウジングブロック

排出導管１６８、ロータハウジング底部排出導管１７０をかいして液体が排出さ

れる。図１には、またロータベアリング１７２も図示されている。回転可能な軸
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１２４に接続されたロータ又は駆動機構１５２の構成部品を回転可能に取り付け

るため本発明にて使用されるベアリングは、例えば、ボールベアリング、ジャー

ナルベアリング又は液圧動的ベアリングのような、当該技術分野で既知の任意の

適宜な型式のベアリングから成るものとすることができる。図示した実施の形態

において、ベアリングはボールベアリングから成っている。

      【００５１】

  回転可能な軸を取り巻き且つ粉砕バリ１２２に近接して配置されたシース１３

２を排気するため、回転可能な軸の排気導管１７４が本体１０４内に保持されて

いる。本体１０４はまた、排出導管を接続するブロック１７６も備えており、該

ブロックは排出導管（１６８、１７０、１７４）、排出管腔１２０、１６６を器

具の基端から出る排出管１７８に接続する作用を果たす。接続ブロック１７６は

、顎付きコネクタ、ルアロックコネクタ、圧力嵌めコネクタ等のような、当該技

術分野の当業者に既知の多岐にわたる低圧管コネクタの任意の１つを含むことが

できる。

      【００５２】

  器具の末端１１６にて液体切断ジェットを形成する圧力管腔１１８と、回転可

能な軸に対し回転駆動力を提供する液体ジェットを形成する圧力管腔１６４との

双方を含む、図示した実施の形態において、液体流れ方向決め弁１８０を含める

ことができる。液体流れ方向決め弁１８０の構造及び機能については図１２に関

して以下により詳細に説明する。液体流れ方向決め弁１８０は手操作締め付け可

能な高圧管継手１８６により高圧液体供給導管１８４に接続された入口１８２を

有している。また、弁１８０は、高圧コネクタ１９０をかいして圧力管腔１１８

に接続された第一の出口１８８を有しており、この出口は液体切断ジェットを形

成し得るように器具の末端１１６に配置されたノズル１９２に高圧の液体を供給

する。弁１８０はまた、高圧コネクタ１９６をかいして圧力管腔１６４に接続さ

れた第二の出口１９４も有しており、この出口は回転可能な軸の駆動機構１５２

に高圧液体を供給する。液体流れ方向決め弁１８０は、操作者がノブ１９７の摺

動動作をかいして手操作で調節可能であり、このノブは、導管１８４をかいして

供給された液体を該ノブ１９７の位置に依存して、圧力管腔１１８又は圧力管腔
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１６４のいずれかに又はその双方の圧力管腔に同時に向けることを可能にし得る

ように軸１９８に接続されている（図１２参照）。

      【００５３】

  高圧コネクタ１８６、１９０、１９６は、例えば、６８９４．７６ｋＰａ（１

，０００ｐｓｉｇ）以上の圧力に耐えることができ、好ましくは少なくとも約３

４４．７３８ＭＰａ（約５０，０００ｐｓｉｇ）の圧力に耐えることができる当

該技術分野の当業者に既知の任意型式の適宜な高圧接続部を備えることができる

。かかるコネクタは、当該技術分野の当業者に明らかであるように、溶接／融接

接続具、フランジ付き接続具、据込み接続具等を備えることができる。図示した

１つの好ましい実施の形態において、利用される高圧接続部は極めて圧縮したエ

ラストマー的Ｏリングを含み、また、その内容を参考として引用し本明細書に含

めた、同一人が所有する米国特許第５，７１３，８７８号に記載された形態とさ

れている。

      【００５４】

  図２Ａは、本体１０４の末端側に配置された外科用器具１００の部分の分解斜

視図である。図２Ａに図示するように、回転可能な軸１２４、圧力管腔１１８及

び排出管腔１２０は、明確化のためシース１３２から除去した状態で示してある

。圧力管腔１１８及び排出管腔１２０は、外科用等級ステンレス鋼にて製造する

ことが好ましいが、代替的な実施の形態において、その管腔のいずれか一方又は

その双方は、例えば、当該技術分野の当業者に明らかであるように特定の重合系

材料のようなその他の適宜な材料にて製造することができる。圧力管腔を製造す

る特定の材料に関係なく、圧力管腔１１８（及び駆動機構１５２に供給する圧力

管腔１６４）は、液体ジェットを形成し得るように圧力管腔の末端におけるノズ

ル、例えばノズル１９２に高圧液体を伝達することを管腔が可能であるようにす

るのに十分な破断強度を有しなければならない。外科用器具にて利用される圧力

管腔の破断強度は行うべき特定の外科的処置にて使用するのに必要とされる最高

の予定の圧力に適合し且つ好ましくはそれを上廻るように選ばなければならない

。典型的に、外科用器具１００は、切断及び（又は）融除しようとする材料及び

（又は）回転可能な軸の必要な回転速度及び最大トルクに依存して、約３４４７
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.３８ｋＰａ（約５００ｐｓｉｇ）から約３４４．７３８ＭＰａ（約５０，００

０ｐｓｉｇ）の範囲の液体圧力にて作動する。当該技術分野の当業者は、本明細

書に記載した各々の機能的必要条件に基づいて特定の外科的必要条件に合うよう

器具の圧力管腔及び排出管腔を形成する適宜な材料を容易に選ぶことができよう

。

      【００５５】

  図２Ａにはまた、回転可能な軸１２４及び管腔１１８、１２０をシース１３２

内で支持する１つの好ましい形態も図示されている。回転可能な軸１２４は、そ

の末端に配置された、縮小断面積及び非円形の断面形状を有する接続領域２００

を備えている。以下により詳細に説明するように、接続領域２００は、回転可能

な軸１２４を軸の駆動機構１５２と駆動可能に係合する状態に接続することを可

能にする。バリ先端支持体１３６が回転可能な軸１２４の末端１３０を支持して

いる。図２Ｂ及び図２Ｃにより詳細に図示するように、バリ先端の支持体１３６

は、組み立てたとき、円形の断面形状及び回転可能な軸１２４の中央領域２０５

と比較して縮小した断面寸法を有する回転可能な軸１２４の領域２０４を取り巻

く中央軸の支承領域２０２を提供する。領域２０４はバリ先端の支持体１３６の

軸末端支承領域２０２により取り巻かれ且つ器具が作動するとき、該支承領域と

共に回転する。回転可能な軸１２４がバリ先端の支持体１３６及びシース１３２

に対して長手方向に動くことは、回転可能な軸１２４の軸支承フランジ２０６及

び支承リップ部２０８によって防止される。

      【００５６】

  図２Ｃには、器具の末端から見たときのバリ先端支持体１３６の断面図が図示

されている。バリ先端の支持体１３６は、シース１３２から分解されたとき互い

に分離可能であると共に、共に接続されたとき、軸の支承通路２０２を形成する

上側支持部材２１０及び下側支持部材２１２を有している。図２Ｃに図示するよ

うに、バリ先端支持体１３６は、使用のため器具を組み立てたとき、排出管腔１

２０及び圧力管腔１１８をそれぞれシース１３２内に保持し且つ支持するため排

出管腔スロット２１４と、圧力管腔スロット２１６とを更に備えている。また、

バリ先端の支持体１３６は、排出通路スロット２１８も備えており、このスロッ
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トは、装置を組み立てたとき、シース１３２の内部と外科手術領域内のバリ先端

支持体１３６の末端側領域とを流体的に連通させ、粉砕バリ１２２の周囲の組織

及び屑を外科手術領域から且つ患者の体外に排出する。以下により詳細に説明す

るように、この排出力は、シース１３２の基端と流体的連通状態で接続された外

部の吸引源により提供することができ、又は代替的な実施の形態において、回転

可能な軸１２４自体の回転により発生させることができる。

      【００５７】

  バリ先端の支持体１３６は、回転可能な軸１２４及び粉砕バリ１２２の分解及

び交換を容易に行うことを可能にする。このようにして、多岐にわたる粉砕バリ

又は患者の組織に対し外科的機能を発揮するその他の構成部品は、この方法の過

程や又は外科的処置の間にて相互に交換することができる。回転可能な軸／バリ

要素の置換又は交換は、次のようにして行うことができる。例えば、図１に図示

するように、組み立てた形態にあるとき、ユーザはバリ先端支持体１３６のばね

フランジ領域２２０のスナップタブ１３８を押し且つバリ先端の支持体及び回転

可能な軸をシース１３２の穴２２２から摺動させる。圧力管腔１１８及び排出管

腔１２０は、器具１００の本体１０４内でその基端にて剛性に接続され且つ回転

可能な軸及びバリ先端の支持体を除去する間、シース内に留まっている。バリ先

端の支持体１３６をシース１３２から除去する間、圧力管腔１１８、１２０の末

端は内部にノズルスロット２２４を含む圧力管腔スロット２１６及び排出管腔ス

ロット２１４を通って摺動する。バリ先端の支持体１３６及び回転可能な軸１２

４を除去したとき、上側支持部材２１０及び下側支持部材２１２を分離させ、回

転可能な軸１２４を例えば、その末端に異なる構成部品を有する別の回転可能な

軸と交換し、上側支持体及び下側支持体を再度組み立て、スナップタブ１３８が

シースのスナップ係止スロット１４０内にスナップ動作する迄、バリ先端の支持

／回転可能な軸ユニットをシース１３２の穴２２２内に再挿入し、これにより交

換過程を完了することができる。当該技術分野の当業者は、器具１００の回転可

能な軸１２４の交換可能性を提供する多岐にわたる代替的な手段が容易に案出さ

れるであろうし、これらは全て本発明の範囲内に属すると見なされる。

      【００５８】
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  組み立てたとき、バリ先端の支持体１３６は、回転可能な軸１２４に対する末

端支承部を提供することに加えて、器具１００が作動しているとき、圧力管腔と

排出管腔との間の所望の幾何学的形態を保ち且つ（又は）確立するのを助け得る

ように圧力管腔１１８及び排出管腔１２０に対する支持体も提供する。好ましい

実施の形態において、圧力管腔１１８及び排出管腔１２０は器具が組み立てられ

たとき、バリ先端の支持体１３６により支持され、このため、管腔の末端は、例

えば、外科手術空間内部の面と接触することにより管腔が撓むのを防止するのに

十分な硬さであり、この撓みは、高圧の液体が貫通して流れるとき、ノズル１９

２により形成された液体切断ジェットの方向を誤り、このため切断ジェットがも

はや排出管腔１２０のジェット受け入れ開口部１９３に入らず、これにより患者

の目的としない組織を損傷させる虞れを生じさせる可能性がある。

      【００５９】

  図３はその基端から見たときの外科用器具１００を示す斜視図である。図３に

は、内部構成部品をより明確に示すべく本体１０４を除く以外、組み立てた外科

用器具を示すものである。図示したこの特定の図面は、軸の駆動機構１５２の背

面図をより明確に示し、軸駆動ベアリング２３０及びロータ駆動ジェットの排出

管腔１６６、ロータハウジングのブロック排出導管１６８及びロータハウジング

底部排出導管１７０への取り付け位置を示す。高圧導管１８４及び排出導管１７

８もより明確に図示されている。高圧液体供給導管１８４は、特定の外科的用途

のため器具１００を使用することを予定する最高圧の液体圧力に耐えることがで

きる破断強度を有しなければならない。いくつかの実施の形態において、高圧の

液体供給導管１８４は、少なくとも３４４．７３８ＭＰａ（５０，０００ｐｓｉ

ｇ）に耐える構造とされた破断抵抗性ステンレス鋼皮下管から成っている。いく

つかの実施の形態において、皮下管は外科用器具１００の可撓性及び操作性を向

上させ得るようにヘリカル状にコイル巻きすることができる。特に、以下に説明

する一体化した電気焼灼具を含む好ましい実施の形態において、高圧の液体供給

導管１８４は、ケブラー（Ｋｅｖｌａｒ）（登録商標名）－強化ナイロン管のよ

うな電気絶縁性材料で出来ている。排出導管１７８（同様に、器具の本体内の排

出導管１６８、１７０、１７４）内に保持された液体は比較的低圧力下にあり、
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従って排出導管は好ましい実施の形態において、例えば、ポリ塩化ビニル（ＰＶ

Ｃ）、シリコーン、ポリエチレン、ゴム等の管のような重合系管の如き低コスト

の可撓性の材料で製造することができる。排出管腔１２０及び排出管腔１６６の

少なくとも末端（すなわち、以下の図８Ｃから図８Ｅに図示するように、ハウジ

ング１５４内に保持され且つロータを取り巻く端部）は、ステンレス鋼のような

硬い材料で出来ていることが好ましい。好ましい実施の形態において、排出導管

１７８は、排出導管が流体的連通状態に接続される器具１００の本体１０４内の

排出管腔及び導管の最大内部断面積に等しく又はそれ以上の最小内部断面積を有

するものでなければならない。

      【００６０】

  図４はその末端１１６から見たときの外科用器具１００を示す斜視図である。

図４において、シース１３２と軸排出導管１７４との間に流体的連通状態を提供

するカラー１４４の内部形態をより明確に示し且つ回転可能な軸の駆動装置１５

２の末端側１５３をより明確に示し得るようにシース１３２又は本体１４０無し

の外科用器具１００が図示されている。

      【００６１】

  カラー１４４は、図４にて一部切欠いた状態で図示されている。カラー１４４

は外科用ステンレス鋼のような金属で出来ており、又はより好ましい実施の形態

において、当該技術分野の当業者に明らかであるように、ポリカーボネート、ナ

イロン、アセタールポリマー等のような硬質プラスチックで製造することができ

る。カラー１４４は、圧力管腔１１８、排出管腔１２０及び回転可能な軸１２４

を取り巻く中央に配置された穴２４０が貫通する末端１４５を有している。シー

ス１３２の基端１４２を内部に圧力嵌めして図１及び図２Ａから図２Ｃに図示す

るように器具を組み立てたとき、軸の排出導管１７４とバリ先端の支持体１３６

の排出通路スロット２１８とを流体的に連通させる連続的な漏れ無し経路を形成

するような穴２４０の寸法及び形態とされている。図示した実施の形態において

、吸引ポンプ又は吸引器のような外部吸引源と流体的に連通状態で軸排出導管１

７４を接続することにより、排出力が粉砕バリ１２２を取り巻く器具の末端に供

給される。以下に説明するように、代替的な実施の形態において、回転可能な軸
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１２４の形態は次のようにする、すなわち、軸の回転が導管１７４を外部吸引源

に接続することを必要とせずに、粉砕バリの周囲の領域から材料を除去するため

の駆動力を付与することができるようにする。

      【００６２】

  カラー１４４は、円錐状にテーパーを付けた末端領域２４４と、実質的に円筒

状の形状の基端領域２４６とを有する、中央に配置されたキャビティ２４２を更

に備えている。ロータハウジングベース１６２の末端２４８は、カラー１４４内

のキャビティ２４２の内側密封面２５０と合わさりベアリングブロックの末端の

面２５２とカラーの内側密封面２５０との間に真空密のシールを形成する形状と

されている。

      【００６３】

  ロータハウジングベース１６２の末端２４８は、機械加工された溝２５４、２

５６を有しており、該溝は圧力管腔１１８及び排出管腔１２０が通るための通路

をそれぞれ形成する装置。が作動している間、溝２５４、２５６を通って排出さ

れた流体が漏洩し且つ吸引力が失われるのを防止するため、シーラント２５８の

ビードを使用して管腔を取り巻き且つ装置を組み立てたとき、カラー１４４の内

側密封面２５０に対する真空密のシールを形成することができる。かかるシーラ

ントは、当該技術分野の当業者に明らかであるように、重合系発泡材又はＲＴＶ

シーラントから成るものとすることができる。

      【００６４】

  ロータハウジングベース１６２の基端２４８は、シース排出領域を備えるキャ

ビティ２６２と排出導管１７４との間にて流体及び屑を輸送する流体流路を提供

すべく機械加工されたシース排出通路２６０を更に備えている装置。の作動中、

排出導管１７４に吸引力を作用させると、液体及び屑はバリ先端の支持体１３６

の排出通路スロット２１８をかいしてシース１３２内に流れ、次に、カラー１４

４の穴２４０を通りシース排出キャビティ２６２に入り、シース排出通路２６０

を通って最終的に排出導管１７４を通り器具から除去される。

      【００６５】

  例えば、ねじ２６８をかいしてロータ駆動圧力管腔１６４をロータハウジング
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ブロック１６０に取り付けるために利用されるロータジェット圧力管腔の取り付

けブロック２６４、２６６も図４に図示されている。以下により詳細に説明する

ように、ロータジェット圧力管腔の取り付けブロックは、装置が作動していると

き、回転可能な軸１２４を駆動するために利用されるモータの衝撃面上に圧力管

腔１６４のノズルにより形成された液体ジェットを正確に整合させ且つ方向決め

することを可能にする。

      【００６６】

  図５Ａには、液体切断ジェット及び回転可能な粉砕バリの双方を提供する外科

用器具の末端の形態を設定する１つの代替的な実施の形態が図示されており、ま

た、液体切断ジェットノズル及び排出管腔の末端を提供する１つの好ましい形態

がより明確に図示されている。器具２７２は、基端２７４及び末端２７６を有し

ている。上記に説明した実施の形態と相違して、器具２７２は、その末端にて粉

砕バリ２８２を含む回転可能な軸２８０のみを取り巻くシース２７８を備えてい

る。外科用器具２７２は、その双方がシース２７８の外側に配置された圧力管腔

２８４及び排出管腔２８６を更に備えている。

      【００６７】

  その末端に粉砕バリを含む回転軸を利用する本発明の実施の形態の場合、当該

技術分野の当業者に明らかであるように、特定の外科的適用例の必要性に依存し

て、多岐にわたる粉砕バリを利用することができる。例えば、色々な形状及び寸

法の溝付きバリ及び菱形バリを使用することができる。例えば、球状、円筒状、

楕円形、平坦、洋梨型又は卵型バリを特定の外科的適用例に対し色々な寸法にて

利用することができる。例えば、関節鏡方法による骨粉砕のために使用される典

型的なバリの寸法は、外径が約２ｍｍから約６ｍｍの範囲とし、溝付きバリに対

する溝の数を約２から約２０の範囲とすることができる。関節鏡法にて骨を粉砕

するために粉砕バリを使用することを含む１つの特別な例において、８つの溝を

有する外径５ｍｍの球状の溝付きバリが利用される。

      【００６８】

  図５Ａに図示した形態において、圧力管腔２８４及び排出管腔２８６の末端の

先端２８８、２９０は、それぞれ粉砕バリ２８２の末端方向に配置されている。
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図５Ｂに図示した別の実施の形態において、これと代替的に末端の先端２８８、

２９０を粉砕バリ２８２の基端側に配置してもよい。

      【００６９】

  図５Ａにはまた、液体ジェットを形成すべく圧力管腔内でノズル１９２を形成

する１つの好ましい配置が図示されまた液体切断ジェットを受け入れ得る形態と

された外科用器具の排出管腔の末端２９０の１つの好ましい形態も図示されてい

る。上述した圧力管腔１１８と実質的に同一の形態である圧力管腔２８４は、ノ

ズル１９２を画成する導管のくびれ領域２９２を有する管状導管を備えており、

該くびれ領域は、くびれ領域２９２の外側で且つ該くびれ領域の基端側の管状導

管の内部断面積よりも小さい内部断面積を有している。圧力管腔２８４の末端は

、ジェット開口部２９４が圧力管腔２８４の長手方向枢軸２９８に実質的に直交

する方向に向けて液体切断ジェット２９６を向けることを可能にする更なる形態

とされている。具体的には、ノズル領域２９２は、ジェットノズル領域２９２の

外側で圧力管腔２８４の長手方向枢軸２９８に対して曲げられており、このため

、ジェット開口部２９４は、長手方向枢軸２９８に対して実質的に垂直な枢軸３

００に沿ってその中央領域が向けられた液体ジェット２９６を放出する。代替的

な実施の形態において、ジェット枢軸３００と長手方向枢軸２９８との間に形成

された角度は約０゜から約９０゜（図示するように）の間の任意の角度とするこ

とができる。

      【００７０】

  液体切断ジェットを形成し且つ器具の回転可能な構成部品（以下により詳細に

説明する）を駆動する液体ジェットを形成する双方のため、本発明に従って提供

されるノズルは、ノズル長さ対内径の比が比較的大きいことが好ましい。液体切

断ジェットを形成し且つ回転可能な軸の回転動作を駆動する双方のため、本発明

の外科用器具にて使用されるノズルは、最小内径の領域であって、少なくとも約

２倍、より好ましくは約４倍、更により好ましくは少なくとも約６倍だけその最

小内径を上廻る長さの領域を有することが好ましい。その他の実施の形態におい

て、該領域はその最小内径を少なくとも約１０倍だけ上廻る長さを有する。以下

により詳細に説明するように、ノズル領域の長さ対最小内径の比が大きければ大



(40) 特表２００３－５１９５２５

きい程、ノズルのジェット開口部から放出される液体ジェットはより狭小に集束

され且つ平行化される。以下により詳細に説明する理由のため、本発明の外科用

器具の末端にて液体切断ジェットを形成し且つ本発明の外科用器具により提供さ

れる回転可能なロータ及び軸の回転動作を駆動する双方のため、極めて平行化し

た液体ジェットが好ましい。しかし、全体として、長さ対最小内径の比が極めて

大きく、例えば、約１０以上であるノズルは、使用中、ジェットの平行化程度を

顕著に向上させることなく、ノズルにて極めて大きい圧力降下を生じさせ勝ちで

あり、このため長さ対最小内径の比が例えば約６という中間値を有するノズル程

本発明の外科用装置にて使用するのに好ましくない。

      【００７１】

  本発明は特定の外科的環境にて使用可能な特別な設計及び構造とされた外科用

液体ジェット器具を提供するものである。具体的には、本発明の特定の実施の形

態は、器具が作動中、液体ジェットが液体環境内に没する外科手術環境内で極め

て望ましい液体ジェットの切断特徴を提供するように特別に考えられた外科用液

体ジェット器具の設計を提供するものである。より具体的には、本発明は、かか

る実施の形態において、ジェット形成構成部品とジェット受け入れ構成部品との

間に液体外科的環境内で器具の所望性能特徴を提供し得るように特に選んだ特定

の所定の幾何学的関係を確立し得るように形状設定され且つ互いに対して配置さ

れた圧力管腔及び排出管腔を含む外科用液体ジェット器具を提供する。

      【００７２】

  次に、液体を保持する周囲の外科的環境内に没した液体切断ジェットを形成す

るために使用される好ましい装置の作用及び設計上の特徴を説明するため、図６

Ａを参照する。図６Ａには、圧力管腔１１８及び排出管腔１２０の末端の一部切

欠き図が図示されており、これら管腔は、例えば図１にて前に図示したような、

外科用器具の一部を形成することができる。作動前、圧力管腔１１８及び排出管

腔１２０の末端は手術領域内に挿入し、また少なくとも一部分を液体３００内に

没して少なくともノズル１９２及びジェット受け入れ開口部１９３が液体３００

により完全に取り巻かれるようにする。器具は作動しているとき、高圧力下の液

体は圧力管腔１１８をかいしてノズル１９２に供給され、高圧の液体流が貫通し
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て流れるとき、ジェット開口部２９４が液体切断ジェット２９６を形成するよう

にする。上述したように、ジェット２９６はジェット開口部２９４から出るとき

実質的に平行化されることが好ましい。液体ジェットが平行化されればされる程

、液体ジェットがジェット開口部２９４とジェット受け入れ開口部１９３との間

の空隙を横断するとき、液体ジェットが拡がり又は分散する程度が益々小さくな

る。このように、高度に平行化したジェットは、ジェット受け入れ開口部１９３

にて、ジェット開口部２９４の液体ジェットの断面形状及び面積と実質的に同様

の断面形状及び面積を有することになる。

      【００７３】

  全体として、液体切断ジェット２９６を形成するためノズル１９２に供給され

る高圧液体の圧力は、ノズル１９２の特定の設計及び切断し又は融除すべき組織

又は材料の硬さ／靱性に依存する。典型的に、高圧の液体は、少なくとも３４４

７．３８ｋＰａ（５００ｐｓｉｇ）の圧力、その他の実施の形態にて少なくとも

約３４４７３．８ｋＰａ（約５，０００ｐｓｉｇ）の圧力、更に他の実施の形態

にて少なくとも約１０３．４２１ＭＰａ（約１５，０００ｐｓｉｇ）の圧力、更

に他の実施の形態にて少なくとも２０６．８４３ＭＰａ（３０，０００ｐｓｉｇ

）の圧力、更に他の実施の形態にて少なくとも約３４４．７３８ＭＰａ（５０，

０００ｐｓｉｇ）の圧力にてジェット開口部１９２に供給される。上記に説明し

たように、平行化したジェットが望まれる実施の形態の場合、ノズル１９２は、

少なくとも約４、より好ましくは少なくとも約６、その他の実施の形態にて少な

くとも約１０の長さ対最小内径の比を有することが好ましい。ジェット開口部２

９４は、典型的に、円形の断面積を有するが、その他の実施の形態にて、特定の

所望目的のため異なる形状を有するジェットを形成すべく矩形、楕円形、スリッ

ト状等のようなその他の断面形状を有するものとすることができる。好ましい実

施の形態において、ジェット開口部２９４は、約２５．４μｍ（約０．００１イ

ンチ）から約５０８μｍ（約０．０２インチ）の範囲、より好ましくは約７６．

２μｍ（約０．００３インチ）から約２５４μｍ（約０．０１インチ）の範囲、

最も好ましくは約１２７μｍ（約０．００５インチ）の内径を有する。

      【００７４】
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  ジェット開口部２９４から出るときに平行化される液体切断ジェット２９６は

、液体切断ジェット２９６を取り巻く視認可能な不透明な封じ込め領域３０２を

形成し勝ちである。封じ込め領域３０２は、液体切断ジェット２９６の運動エネ

ルギにより取り込まれ且つ駆動される迅速に移動する液体から成っている。液体

切断ジェット２９６は、液体環境３００を通って迅速に移動するときも封じ込め

領域３０２と実質的に同程度に伸びる低圧領域を形成し勝ちである。高圧の液体

及び迅速に移動する液体ジェットを伴う典型的な実施の形態において、封じ込め

領域／低圧領域３０２内の圧力は液体環境３００内の取り巻く液体の蒸気圧力よ

りも低く、このため封じ込め領域３０２内に液体のキャビテーションを発生させ

、また、封じ込め領域３０２内の液体内部に多数の極めて小さい気泡３０４を形

成し、これによりその領域を視覚的に不透明にする。

      【００７５】

  上述したように、好ましい実施の形態において、安全上及び性能上、器具は液

体ジェットのブローバイ、ジェット受け入れ開口部及び排出管腔の詰まり、組織

／屑の非効率的な封じ込め及び除去のような望ましくない効果を軽減し、好まし

くは、解消し得る設計とすることが好ましい。また、上述したように、好ましい

実施の形態において、融除した組織及び屑は、排出管腔の基端に外部吸引源を取

り付けることを必要とせずに、外科手術部位から排出管腔を通じて排出すること

が望ましい。上述した特徴を提供するため、液体環境内で使用される本発明の外

科用器具は、特定の所定の距離にてジェット開口部に対し配置可能である特に選

んだ所定の形状及び形態を有する排出管腔を含むことができる。具体的には、好

ましい実施の形態において、ジェット受け入れ開口部１９３は、器具が作動して

いるとき、所定の距離ｌにてジェット開口部２９４と対向する位置に配置され、

また、液体切断ジェット２９６内の実質的に全ての流体がジェット受け入れ開口

部１９３に入るように長さ対最小直径の比を有するノズル１９２に提供される。

上述したように、液体切断ジェット２９６は、器具が作動しているとき、液体切

断ジェット２９６を取り巻く封じ込め領域３０２を形成し勝ちである。封じ込め

領域３０２は、典型的に、液体切断ジェット２９６の周りに対称に配置され且つ

ジェット開口部２９４からジェット受け入れ開口部１９３の方向に拡がり勝ちと
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なる。ジェット開口部２９４の形状が円形である典型的な実施の形態において、

封じ込め領域３０２は、ジェット開口部２９４における截頭頂部と、ジェット受

け入れ開口部１９３の面における円錐体の断面として画成されたベースとを有す

る截頭円錐体の形状となる。好ましい実施の形態において、封じ込め領域３０２

のベースは、器具が作動しているとき、ジェット受け入れ開口部１９３の断面積

の約５０％から約１００％の範囲を占め、より好ましくは、封じ込め領域は、器

具が作動しているとき、ジェット受け入れ開口部１９３の断面積の少なくとも約

７５％、更により好ましくは少なくとも約９０％、最も好ましくは少なくとも約

９５％を占めるようにする。

      【００７６】

  図６Ｃに図示するように、上述したように、封じ込め領域３０２がジェット受

け入れ開口部１９３の断面積の望ましい相対的な部分を占めることを保証するの

に必要なジェット受け入れ開口部１９３の断面積は、ジェット開口部２９４とジ

ェット受け入れ開口部１９３との間の選ばれた所定の距離ｌと、封じ込め領域を

特徴付ける拡がり程度（図６Ｃに角度φで表示）とに機能的に関係している。具

体的には、ジェット受け入れ開口部１９３における封じ込め領域３０２のベース

の所望断面半径ｂは、所定の距離ｌと、封じ込め領域の拡がり程度とに関係して

おり、ｂ＝ｌｔａｎφとなる。所定の距離ｌは、外科用器具の所望の使用に基づ

いて典型的に選ばれ、必要とされる流体経路の切断／融除長さを規定する。この

所望の所定の距離ｌに基づいて、ジェット受け入れ開口部１９３の必要な寸法は

、典型的に、実験により次のようにして求められる、すなわち、圧力管腔１１８

及びノズル１９２を液体環境３００内に没し、所望の所定の圧力にて液体をノズ

ル１９２に供給することにより液体切断ジェット２９６を形成し、液体切断ジェ

ット２９６の周りに形成された封じ込め領域３０２又はキャビテーション円錐体

の寸法を視覚的に観察し、この観察結果から角度φを推定することにより求めら

れる。

      【００７７】

  上述したように、ジェット開口部２９４とジェット受け入れ開口部１９３との

間の所定の分離距離ｌは外科用器具が使用される特定の外科的処置の必要条件に
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依存する。しかし、いくつか典型的な実施の形態の場合、所定の距離は、最大値

が約１ｃｍであり、その他の典型的な実施の形態の場合約５ｍｍであり、更にそ

の他の典型的な実施の形態の場合約１ｍｍである。ジェット受け入れ開口部１９

３は、典型的に、約０．２５４ｍｍ（約０．０１インチ）から約５．０８ｍｍ（

約０．２インチ）の直径を有し、その他の実施の形態において、約０．７６２ｍ

ｍ（約０．０３インチ）から約２．５４ｍｍ（約０．１インチ）の範囲、いくつ

かの好ましい実施の形態において、約１．５２４ｍｍ（約０．０６インチ）の直

径を有する。

      【００７８】

  図６Ａを再度参照しつつ、次に、排出管腔１２０の１つの好ましい形態につい

て説明する。液体環境内で作動することを予定する外科用器具にて使用される排

出管腔１２０の好ましい実施の形態は、ジェット受け入れ開口部１９３の排出管

腔１２０の入口内部及び（又は）その下流且つ該入口に近接した解離領域３０６

を有している。解離領域３０６は、強力な乱流を受け且つ鋭角な角度にて排出管

腔の内面に衝撃を加える液体を保持する領域として画成され、これにより器具が

作動しているとき、封じ込められた材料／組織を解離することのできる顕著な衝

撃力を形成することができる。解離領域３０６内の液体の強力な乱流は、排出管

腔１２０の壁に対する液体切断ジェット２９６及び封じ込め領域３０２内の液体

の衝撃力と組み合わさって、解離領域内の液体が封じ込め領域３０２内の液体に

よって捕捉された任意の組織又は材料の少なくとも一部分を複数の小さい粒子に

解離することを可能にする。好ましい実施の形態において、解離領域は捕捉され

た組織の相当な部分（すなわち大部分）を複数の小さい粒子に解離することがで

きる。最も好ましい実施の形態において、複数の粒子は、極めて小さくて人間が

裸眼で見ることができない複数の顕微鏡的粒子を少なくとも部分的に含んでいる

。これら全ての場合、器具が作動しているとき、粒子は、排出管腔を詰まらせず

に排出管腔１２０を通り抜けるのに十分に小さくなければならない。

      【００７９】

  解離領域を提供するため、排出管腔１２０は、ジェット受け入れ開口部１９３

に隣接し且つ該開口部の下流に配置されたジェット偏向部分３０８を含むことが
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好ましい。ジェット偏向領域３０８は、液体切断ジェット２９６の少なくとも中

央部分の方向に対して角度が付けられた直線状面とするか、又は好ましい実施の

形態において、ジェット偏向領域３０８は、液体切断ジェット２９６の少なくと

も一部分が衝撃を加える円滑な湾曲面を備えるものとし、この場合、湾曲面は、

液体切断ジェット２９６及び封じ込め領域３０２を構成する液体の少なくとも一

部分、好ましくは、その全てをジェット偏向領域３０８の基端側の領域内で排出

管腔１２０の長手方向枢軸３１２に対し実質的に平行な方向に偏向させるものと

する。好ましい実施の形態において、ジェット偏向領域３０８を画成する湾曲面

の曲率半径は実質的に一定であり、排出管腔１２０の内径の約０．５から約２０

倍の範囲の値を有するようにする。１つの好ましい実施の形態において、ジェッ

ト偏向領域３０８を画成する湾曲面の曲率半径は、ジェット偏向領域３０８にお

ける排出管腔１２０の内径に実質的に等しく、このためジェット偏向領域３０８

の基端側で且つ該ジェット偏向領域に隣接して配置された排出管腔の一部分の外

面３１４により画成された周縁を超えて半径方向に突き出すジェット受け入れ開

口部１９３の部分は実質的に存在しない。本発明により提供される外科用器具の

場合、液体切断ジェットは、ジェット受け入れ開口部内に向けて、液体切断ジェ

ットの少なくとも中央部分の方向が、ジェット受け入れ開口部を画成する面（す

なわち該開口部に対して同一面上）に対して直角（すなわち垂直）の線に対し約

２０゜以下、より好ましくは約１０゜以下の角度を形成するようにすることが全

体として好ましい。最も好ましい実施の形態において、液体ジェットの中央部分

は、ジェット受け入れ開口部を画成する面に対し直角の線に対し実質的に平行で

あるようにする。

      【００８０】

  いくつかの実施の形態において、排出管腔１２０の効果的なエダクタポンプの

作用を提供するため、排出管腔１２０は、排出管腔の基端が配置される箇所たる

、外科用器具の末端に対する基端側の位置迄、ジェット受け入れ開口部１９３か

ら実質的に一定の内側断面積を有する。その他の実施の形態において、エダクタ

ポンプの作用は、実質的に一定の断面積及びジェット受け入れ開口部を有する排

出管腔を提供することにより向上させることができ、このジェット受け入れ開口
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部は排出管腔の断面積よりも小さい断面積を有する（すなわち、排出管腔の内側

断面積はジェット受け入れ開口部にて最小値となる）。更にその他の実施の形態

において、ジェット受け入れ開口部における最小値からジェット受け入れ開口部

の基端側に配置された所定の位置における最大値まで連続的に増大する内側断面

積を有する排出管腔を提供することにより、エダクタポンプの作用を向上させる

ことができる。かかる実施の形態において、この内側断面積の最大値は、上述し

た所定の位置に対して基端側にある排出管腔内の位置に対し実質的に一定でなけ

ればならない。上述した実施の形態の各々において、上述した解離領域の基端側

及び（又は）下流側の任意の位置にて排出管腔の内側断面積が実質的に何ら縮小

しないようにすることが好ましい。

      【００８１】

  図６Ｂには、液体外科的環境内で使用し得る設計とされた外科用器具に対する

排出管腔構造の１つの代替的な設計の実施の形態が図示されている。排出管腔３

２０は、排出管腔の内側断面積に狭小部分３２２を有している。この狭小部分３

２２は、ジェット受け入れ開口部３２４の基端側に配置されており、また、好ま

しくは、解離領域３２６の直ぐ基端側で且つ該解離領域に隣接する位置に配置さ

れるようにする。作動時、排出管腔３２０の狭小部分３２２は、排出管腔内の液

体が狭小部分を通って流れるときベンチュリ管として機能し、これにより排出管

腔３２０のエダクタポンプ作用を向上させる。図示した実施の形態において、狭

小部分３２２は排出管腔３２０を備える管導管の側壁にピンチ部分３２８を備え

ている。好ましい実施の形態において、狭小部分３２２の断面積は、ノズル１９

２のジェット受け入れ開口部２９４断面積の約３倍から８倍の範囲になければな

らない。

      【００８２】

  図６Ａを再度参照すると、液体切断ジェット２９６の少なくとも中央部分がジ

ェット偏向領域３０８の基端側領域内で排出管腔１２０の長手方向枢軸３１２に

対し零以外の角度を形成する方向（すなわち平行でない方向）に向けてジェット

受け入れ開口部１９３内に向けられるように、排出管腔１２０は形状が設定され

且つ排出管腔１１８に対して配置されている。いくつかの実施の形態において、



(47) 特表２００３－５１９５２５

この角度は、約４５゜から約１１５゜の範囲とすることができ、その他の実施の

形態において、約８０゜から約１００゜の範囲、いくつかの好ましい実施の形態

において、図示するように、約９０゜とすることができる。

      【００８３】

  上述したように、回転可能な軸を含む外科用器具を採用する本発明のいくつか

の実施の形態において、回転可能な軸の末端における粉砕バリ又はその他の組織

接触構成部品を取り巻く液体及び屑は、回転可能な軸を取り巻く器具のシースを

外部の真空源又は吸引源に接続することにより、排出することができる。その他

の実施の形態において、同様に上述したように、回転可能な軸自体の回転を利用

して液体及び屑を回転可能な軸の末端を取り巻く領域から除去する排出力を発生

させることができる。図７Ａには、本発明に従って外科用器具内で組み立てられ

たとき、液体及び屑を軸４００を取り巻くシースの末端から該シースの基端まで

駆動する傾向の排出力を発生させる構造及び配置とされた回転可能な軸４００の

末端領域の部分断面図が図示されている。本明細書のこの説明において使用する

「排出力を発生させる構造及び配置とされた」という表現は、取り巻くシース内

で又は取り巻くシースが存在せずに回転するいずれかの回転可能な軸が、液体を

回転可能な軸の末端付近の領域から回転可能な軸の基端に向けて駆動し且つ外部

の吸引源を必要とせずに、回転可能な軸の末端が配置される外科的領域外に押し

出すことができる能力を意味するものとする。

      【００８４】

  作動時、回転可能な軸４００は、矢印４０２で示した方向に回転する。回転可

能な軸４００は、外科用器具内に組み立てられたとき、回転可能な軸４００が内

部に配置される取り巻くシースの内側断面寸法よりも僅かだけ小さい断面寸法を

有することが好ましい、増大した断面寸法部分４０４を備えている。領域４０４

は、機械加工されたら旋状溝付き通路４０６を備えている。領域４０４及び通路

４０６の双方は、外科用器具内に組み立てられたとき、シースによって取り巻か

れるように軸４００上に配置されている。作動中、軸４００を矢印４０２の方向

に回転させると、粉砕バリ４０８に近接する軸４００の末端から軸の基端まで且

つバリ４０８がその内部で作動する外科領域の外に流体及び屑を移動させる傾向
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の駆動力を発生させる。

      【００８５】

  図７Ｂには、矢印４１２の方向に回転したとき、排出力を発生させる構造及び

配置とされた回転可能な軸４１０の１つの代替的な実施の形態の末端領域の部分

図が図示されている。軸４１０は、その末端に粉砕バリ４１４を有し、また、本

発明に従って軸４１０を外科用器具内に組み立てたとき、取り巻くシース内に配

置されるインペラ４１６を更に備えている。取り巻くシース内で回転したとき、

インペラ４１６は、器具の作動中、液体及び屑を軸の基端に向けて駆動する傾向

の排出力を発生させる。

      【００８６】

  図７Ｃには、回転時、排出力を発生させる構造及び配置とされた回転可能な軸

の更に別の実施の形態が図示されている。その末端に粉砕バリ４１８を有する回

転可能な軸４１６は、通路４２０を形成する中空の内部を有しており、この通路

は掬い部４２４の少なくとも開口４２２まで末端方向に伸びている（掬い部４２

４は、開口４２２と共に、以下に集合的に「スコップ形状開口」４２５と称する

）。開口４２２は、回転可能な軸４１６の中空軸に沿って形成された通路４２０

と流体的に連通している。軸４１６が矢印４２６の方向に回転すると、スコップ

形状開口４２５は、流体及び屑を開口４２２内に掬い取り且つ流体及び屑を軸４

１６の基端に向けて矢印４２８の方向に移動させる傾向の駆動力を発生させる。

好ましい実施の形態において、本発明に従って軸４１６を外科用器具内に組み立

てたとき、スコップ形状開口４２５は、取り巻くシース内に配置され、スコップ

形状開口４２５は、器具の作動中、軸４１６が回転したとき液体及び屑を通路４

２０を通じて外科用器具の基端に向けて駆動可能な形状及び配置とされている。

スコップ形状開口４２５の説明にて使用するとき、「液体及び屑を駆動し得る形

状及び配置とされた」という表現は、掬い部４２４の開口４２２が軸の回転に対

してある方向に面する、所定の方向４２６に向けて回転する軸４１６の中央通路

４２０と流体的に連通した開口４２２を有し、このため、軸が回転するとき、液

体及び屑が開口を通り押し出されて且つ中空軸により画成された通路内且つ該通

路に沿って進む傾向となるようにする、突き出し掬い部４２２であることを意味
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するものとする。それ自体の排出力を発生させる回転可能な軸を含む実施の形態

の場合、図１１Ａ及び図１１Ｂに関して以下に更に詳細に説明するように、回転

可能な軸の末端を取り巻く外科領域の１つの部分を排出することに加えて、回転

する軸によって発生された排出力はまた、外科用器具のその他の領域、例えば、

回転可能な軸に対する駆動機構を含むハウジングの領域を排出する傾向の排出力

を発生させるためにも使用することができる。

      【００８７】

  図８Ａには、回転可能な軸の駆動機構１５２に対する１つの好ましい実施の形

態の分解斜視図が図示されている。回転可能な軸の駆動機構１５２は、図８Ａに

図示した実施の形態において、鋸歯ロータを備える液体ジェット被駆動の回転可

能なロータ４５０を備えている。ロータハウジング１５４の３つの副次的構成部

品（すなわち、ロータキャップ１５８、ロータハウジングブロック１６０及びロ

ータハウジング底部１６２）を組み立てたとき、回転可能なロータ４５０は、ロ

ータハウジングブロック１６０及びロータハウジングキャップ１５８内に含めら

れたロータスロット４５２内に保持され且つ該スロット内で回転する。回転可能

なロータ組立体４５４は、回転可能なロータ４５０に加えて、組立体がその上で

回転する中央軸４５８の各端部に設けられたロータベアリング１７２、４５６を

備えている。ベアリング１７２、４５６は、ロータハウジングを組み立てたとき

、フランジ４６０、４６２内に保持されている。

      【００８８】

  ロータ組立体４５４は、図示した実施の形態において、回転可能な軸の駆動組

立体４６８（図８Ｂに組み立てた状態でより明確に図示）に配置された相補的な

ウォーム歯車４６６と噛み合うウォーム歯車４６４も備えている。図８Ａに図示

したようなウォーム歯車を利用する歯車減速機構がいくつかの実施の形態にとっ

て好ましく、それは、これら歯車減速機構はその寸法に比し比較的大きい減速比

を提供するからである。回転可能な軸の駆動装置組立体４６８の回転可能なロー

タ４５０と駆動軸４７０との間の減速程度及び回転速度差が小さいことが必要と

されるか又は望まれる、その他の実施の形態において、例えば、当該技術分野の

当業者に明らかなスパー歯車、ヘリカル歯車又は任意のその他の適宜な歯車減速
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機構のようなその他の歯車減速手段を利用することができる。更に、作動中、高

速度が必要とされ又は望まれすなわち又は低トルクでよい実施の形態の場合、歯

車減速機構は完全に省略し、回転可能な軸１２４を直接駆動するため回転可能な

ロータ組立体４５４を利用することができる。かかる実施の形態において、回転

可能な軸の駆動機構１５２は回転可能な軸の駆動装置組立体４６８を完全に不要

にし、それに代えて、回転可能な軸１２４を回転可能なロータ組立体４５４に直

接接続してもよい。もちろん、かかる実施の形態において、その長手方向枢軸４

７２が回転可能な軸１２４の長手方向枢軸に対し並行に整合されるように回転可

能なロータ組立体４５４を配置することが望ましい（すなわち、図８Ａにて回転

可能な軸の駆動装置組立体４６８に対して図示した方向に回転可能なロータ組立

体４５２を方向決めすることが望ましい）。

      【００８９】

  図示したように、回転可能な軸の駆動組立体４６８はウォーム歯車４６６が取

り付けられる駆動軸４７０から成っている。該組立体はまた、回転可能な軸の駆

動機構１５２を組み立てたとき、駆動軸４７０の回転を許容する２つの軸駆動ベ

アリング２３０、４７４も備えている。ベアリング２３０、４７４は、機構を組

み立てたとき、ハウジング構成部品内に設けられたフランジ（例えば、４７６）

により保持される。図示するように、ベアリング１７２、４５６、２３０、４７

４はボールベアリングから成っている。しかし、代替的な実施の形態において、

これらベアリングは、ジャーナルベアリング、液圧動的ベアリング、又は当該技

術分野の当業者に明らかな任意のその他の適宜なベアリングから成るものとして

もよい。

      【００９０】

  回転可能な軸の駆動機構１５２を構成する構成部品は、例えば、外科等級ステ

ンレス鋼のような多岐にわたる金属の如き硬い耐久性のある材料で形成されるこ

とが好ましい。回転可能なロータ組立体４５４及び回転可能な軸の駆動組立体４

６８が器具の作動中、高速度で回転するため、回転可能なロータ４５０、ウォー

ム歯車４６６及び組立体を構成するその他の構成部品は、器具の不当な振動を生

ぜずに高回転速度にて回転し得るように適正に釣り合わせる必要があることが当
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該技術分野の当業者に明らかであろう。回転可能な軸の駆動組立体４６８は、そ

の末端に取り付けられた回転可能な軸の取り付け構成部品４８０を更に備えてお

り、該構成部品は、器具が完全に組み立てられたとき、回転可能な軸１２４の接

続領域２００を取り巻き且つ該接続領域２００に接続される寸法及び形状とされ

た回転可能な軸取り付けスロット４８４を含む末端面４８２を備えている。

      【００９１】

  回転可能な軸の駆動機構１５２は、液体ジェットを形成するジェット開口部４

９２を有するノズル４９０に対し高圧液体を供給する圧力管腔１６４を備えてお

り、該液体ジェットは、回転可能なロータ４５０に衝撃を加え、これにより回転

可能な軸の駆動機構１５２を組み立て且つ作動させたとき、ロータ及び回転可能

な軸の回転を駆動するように方向決めされる。組み立てたとき、図４に関して上

述したように、圧力管腔１６４はロータジェット圧力管腔の取り付けブロック２

６４、２６６によりロータハウジングブロック１６０に対し所要位置に保持され

ている。組み立て且つ圧力管腔１６４をロータハウジングブロック１６０に取り

付けたとき、ノズル４９０は、オリフィス４９４を通ってロータハウジングブロ

ック１６０内に進み、ジェット開口部４９２は回転可能なロータ４５０にて液体

ジェットを適正に向け得るように方向決めされる（図８Ｃ及び図８Ｄにより明確

に図示し且つ以下に説明するように）。更に、また図面には図示していないが、

ロータジェットの排出管腔１６６、ロータハウジングのキャップ排出導管１６８

、ロータハウジングの底部排出導管１７０は、図示し且つ上述したように、回転

可能な軸の駆動機構１５２の色々な構成部品に接続されて、機構を回転させたと

き、該機構の回転可能な構成部品を取り巻く内部空間から液体を実質的に完全に

排出して器具が作動しているとき、回転可能なロータ又は回転可能な構成部品が

液体に没するのを防止することを可能にする。

      【００９２】

  図８Ｂは、回転可能な軸の駆動機構１５２を組み立てたときに接続される回転

可能なロータ組立体４５４及び回転可能な軸の駆動組立体４６８の斜視図である

。図８Ｂに図示するように、色々なハウジングの構成部品は組立体４５４、４６

８をより明確に示すため省略してある。図面に図示するように、歯車減速器（例
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えば、図示するようにウォーム歯車４６４及びウォームホイール４６６により提

供されるようなもの）を含む駆動機構を有する実施の形態の場合、その長手方向

枢軸４７２が回転可能な軸の駆動組立体４６８の長手方向枢軸４９６に対し実質

的に垂直となるように回転可能なロータ組立体４５２を整合させることが好まし

い。

      【００９３】

  当該技術分野の当業者に明らかであるように、ロータ４５０、ロータ駆動組立

体４５４及び回転可能なロータ駆動組立体４６８の駆動軸４７０の特定回転速度

は、特定の外科的適用例の必要性及び組織に接触するように利用され且つ回転可

能な軸によって回転される特定の回転可能な構成部品の特徴に基づいて選ばなけ

ればならない。本発明の外科用器具を利用する典型的な適用例の場合、回転可能

なロータ４５０の回転速度は、少なくとも約１６，０００ＲＰＭ、その他の実施

の形態にて少なくとも約６５，０００ＲＰＭ、更にその他の実施の形態にて少な

くとも約１３０，０００ＲＰＭ、更にその他の実施の形態にて少なくとも約２５

０，０００ＲＰＭ及び更にその他の実施の形態にて少なくとも約５００，０００

ＲＰＭである。回転可能なロータ４５０の直径は、典型的に、少なくとも約１２

．７ｍｍ（約０．５インチ）、その他の実施の形態にて少なくとも約２５．４ｍ

ｍ（約１インチ）、その他の実施の形態にて少なくとも約５０．８ｍｍ（約２イ

ンチ）、その他の実施の形態にて少なくとも約１２７．０ｍｍ（約５インチ）及

び更にその他の実施の形態にて少なくとも約２５４．０ｍｍ（約１０インチ）で

ある。歯車減速機構は、好ましい実施の形態において、回転可能なロータ４５０

の回転速度が回転可能なロータ駆動組立体４６８の駆動軸４７０の回転速度を上

廻るように選ばれ且つ形態が設定されている。典型的な実施の形態において、回

転可能なロータ４５０の回転速度は、駆動軸４７０の回転速度を少なくとも約２

倍、その他の実施の形態にて少なくとも約５倍、その他の実施の形態にて少なく

とも約１０倍、その他の実施の形態にて少なくとも約２０倍及び更にその他の実

施の形態にて少なくとも約３０倍、上廻るものとする。直径５ｍｍの溝付きバリ

をその末端に有し、その溝付きバリが外科的手術領域内で骨を粉砕するのに利用

される回転可能な軸を有する外科用器具を採用する１つの特に好ましい実施の形
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態において、回転可能なロータ４５０は、約１０から２００個の歯を有する直径

２５．４ｍｍ（１インチ）の鋸歯ロータを備え、また１つの好ましい実施の形態

において、８０個の歯は、作動中、約１３０，０００ＲＰＭの回転速度にて駆動

され且つウォーム歯車減速機構をかいして駆動軸４７０に接続され、駆動軸４７

０の回転速度が、作動中、回転可能なロータ４５０の回転速度の約１／１０であ

るようにする。

      【００９４】

  鋸歯ロータである回転可能なロータを利用する実施の形態の場合、鋸歯ロータ

の直径及びロータの直径と比較したときの歯の寸法に依存して、ロータに設けら

れた歯の数は、約１０から約２００個の範囲とすることができる。上述したよう

に、１つの特に好ましい鋸歯ロータの実施の形態は、厚さ約１．０１６ｍｍ（約

０．０４０インチ）のロータであって、約８０個の歯を有し、歯の各々が約１．

０１６ｍｍ（約０．０４０インチ）幅×１．０１６ｍｍ（０．０４０インチ）高

さのジェット衝撃面を提供する直径２５．４ｍｍ（１インチ）のロータを備えて

いる。

      【００９５】

  図８Ｃから図８Ｅは、回転可能な軸の駆動機構１５２を組み立てたとき、液体

ジェット形成ノズル４９０及びロータジェット排出管腔１６６に対する回転可能

なロータの形態を示す回転可能なロータ４５０及び回転可能なロータ組立体４５

４の詳細図である。明確化のため、回転可能なロータ組立体、圧力管腔及び排出

管腔以外の構成部品は図面に図示していない。図８Ｃを参照すると、回転可能な

ロータ４５０は、器具が作動しているとき、液体ジェット５０２が衝撃を加える

実質的に平坦な衝撃面５００を各々、含む複数の歯４９８を有する鋸歯ロータか

ら成っている。圧力管腔１６４のノズル４９０は、貫通する高圧の液体流として

実質的に平行化された液体ジェットを形成する形態とされることが好ましい。ノ

ズル４９０の特定の形態は、外科用器具の末端にて液体切断ジェットを形成する

上で好ましいノズルに関して上述したものと実質的に同等のものとすることがで

きる。具体的には、ノズル４９０は、好ましい実施の形態において、長さ対最小

内径の比が約２から約１０の範囲であり、長さ対最小内径の好ましい比は約６で
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ある。器具が作動しているとき、ジェット開口部４９２は、液体ジェット５０２

が衝撃を加える衝撃面５００から選ばれた所定の距離に配置される。この所定の

距離は、好ましい実施の形態において、ロータが回転したとき、ロータの歯４９

８がノズル４９０に衝撃を加えることのない、可能な最小距離である。例えば、

高さが約１．０１６ｍｍ（約０．０４０インチ）の歯４９８を有する直径２５．

４ｍｍ（１インチ）の鋸歯ロータを利用するとき、ジェット開口部４９２と液体

ジェットが衝撃を加える鋸歯の衝撃面との間の距離は約１ｃｍ以下であることが

好ましく、約１ｍｍ以下であることがより好ましい。

      【００９６】

  好ましい実施の形態において、所定の距離、ノズルの長さ対最小内径の比及び

衝撃面５００の各々の寸法は、作動中、液体ジェット５０２の実質的に全体がロ

ータの衝撃面５００に衝撃を加えるように選ばれる。換言すれば、上記のパラメ

ータは、次のように選ばれることが好ましい、すなわち、液体ジェット５０２が

衝撃面５００に衝撃を加える点５０６において、衝撃面５００の面内液体ジェッ

ト５０２の断面が衝撃面５００に実質的に完全に入射し、液体ジェットが衝撃面

を「外れ」又は「ブローバイ」する部分が実質的に存在しないようにする。かか

る状況において、ロータの回転動作を形成し得るように回転可能なロータ４５０

に液体ジェットの全体のモーメントを付与することが可能である。

      【００９７】

  ロータジェット排出管腔１６６の末端は、管腔の末端内に配置されたとき、ノ

ズル４９０、液体ジェット５０２及び回転可能なロータ４５０をより明確に示す

ように図８Ｃにて一部切欠いて図示されている。図８Ｄ及び図８Ｅにより明確に

図示するように、回転可能な軸の駆動機構１５２を組み立てたとき、ロータハウ

ジングブロック１６０内に配置される排出管腔１６６の末端は、作動中、回転可

能なロータ４５０の一部分がその内部に配置されるスリット５０４を有している

。更に、ノズル４９０を含む圧力管腔１６４の末端は、駆動機構が組み立てられ

たとき、排出管腔１６６の末端内に配置され且つ該末端によって実質的に完全に

取り巻かれている。この形態は、液体ジェット５０２が回転可能なロータ４５０

の衝撃面５００に衝撃を加えたときに形成される全ての噴霧の封じ込め状態を最
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大にする働きをする。このことは、器具の回転可能な軸に対しその回転を阻止す

る傾向の顕著なトルクが加わる器具の作動時間の間、特に重要である。かかる作

動時間の間、回転可能なロータ４５０は、液体ジェット５０２の速度よりも遅い

速度にて回転し勝ちとなる。かかる状態下にて、液体ジェット５０２は、衝撃面

５００に衝撃を加えたとき噴霧又は霧を形成する傾向となる。これに反して、自

由回転状態下にて、回転可能なロータ５００は液体ジェット５０２の回転速度に

実質的に等しい速度にて回転し、衝撃面５００に衝撃を加え且つ最小の噴霧が形

成された後でさえ液体ジェット５０２の軌跡は実質的に一定のままである。１つ

の代替的な実施の形態において、排出管腔は、圧力管腔末端の任意部分を取り巻

き且つ包み込むことなく、その代わり、好ましくはジェット受け入れ開口部がノ

ズルのジェット開口部の約２５４μｍ（約０．０１インチ）内に配置された状態

で圧力管腔内のノズルの末端方向に配置されるような形態とし且つ位置決めする

ことができる。

      【００９８】

  図示した排出管腔１６６の設計は、器具の回転可能な軸に付与された多岐にわ

たる負荷及び抵抗力の下で装置が作動する間、回転可能なロータ組立体を包み込

むハウジングから液体ジェット５０２を構成する実質的に全ての液体を効果的に

排出することを可能にする。特定の実施の形態において、排出管腔１６６の基端

は液体ジェット５０２を構成する液体を効果的に排出し得るように外部吸引源と

流体的連通状態に配置することができる。いくつかの好ましい実施の形態におい

て、液体ジェット５０２は、上述したエダクタポンプの作用をかいしてロータの

面に衝撃を加えたときに形成される噴霧と共に、液体ジェット５０２を構成する

液体を外部の吸引源を必要とせずに排出管腔１６６の末端から排出する傾向のそ

れ自体の排出力を発生させることができる。

      【００９９】

  典型的な実施の形態において、ノズル４９０のジェット開口部４９２は約２５

．４μｍ（約０．００１インチ）から約５０８μｍ（約０．０２インチ）の範囲

、より好ましくは約７６．２μｍ（約０．００３インチ）から２５４μｍ（０．

０１インチ）の範囲の直径を有し、１つの好ましい実施の形態にて約１２７μｍ
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（約０．００５インチ）の直径を有する。典型的な実施の形態において、少なく

とも約６８９４．７６ｋＰａ（約１，０００ｐｓｉｇ）、その他の実施の形態に

て少なくとも約３４４７３．８ｋＰａ（約５，０００ｐｓｉｇ）、別の実施の形

態にて少なくとも約１０３．４２１ＭＰａ（約１５，０００ｐｓｉｇ）、更にそ

の他の実施の形態にて少なくとも約２０６．８４３ＭＰａ（約３０，０００ｐｓ

ｉｇ）の圧力の液体ジェットを形成し得るように液体がノズル４９０に供給され

る。１つの好ましい実施の形態において、約５５．１５８１ＭＰａ（約８，００

０ｐｓｉｇ）の圧力の液体ジェットを形成し得るように液体がノズル４９０に供

給される。排出管腔１６６は、典型的な実施の形態において、直径約０．２５４

ｍｍ（約０．０１インチ）から７．６２ｍｍ（０．３インチ）、より好ましくは

約１．２７ｍｍ（約０．０５インチ）から約５．０８ｍｍ（約０．２インチ）、

１つの好ましい実施の形態にて約３．０４８ｍｍ（約０．１２インチ）のジェッ

ト開口部５０８を有する。図１１Ａ及び図１１Ｂに関して以下により詳細に説明

するように、液体ジェット５０２が排出管腔１６６内に向けられ、外部の吸引源

を必要とせずにエダクタポンプの作用により排出力を発生させる実施の形態の場

合、この排出力は液体ジェット５０２を構成する液体を排出するためのみならず

、外科用液体ジェット器具のその他の構成部品を排出し又は排出することを助け

るためにも利用することができる。

      【０１００】

  回転可能なロータ４５０は図９Ａ及び図９Ｂに概略図的に且つより詳細に図示

されている。図９Ａには、図８Ｃに上方から図示したときと同一の方向から見た

状態の回転可能なロータ４５０が図示されている。図９Ａには、液体ジェット５

０２を回転可能なロータ４５０の鋸歯４９８の衝撃面５００にて方向決めし且つ

向ける１つの好ましい実施の形態が図示されている。図９Ｂには、上方から見た

回転可能なロータ４５０が図示されており、ロータ面内の流体ジェットの方向を

より明確に示す。液体ジェットの方向は図面にて矢印５１０、５１２により図示

されている。図面に図示するように、液体ジェットが零以外の角度にて面に衝撃

を加えるように（すなわち、液体ジェットが該面に対し正接状態に向けられない

ように）液体ジェットを回転可能なロータ４５０の面５００に向けることが好ま
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しい。更により好ましくは、図９Ｂに図示するように、液体ジェットは少なくと

も図９Ｂに図示したようにｘ－ｚ面内で測定したとき、液体ジェット５１０、５

１２の方向が面に対して実質的に平行となるように液体ジェットが回転可能なロ

ータ４５０の衝撃面５００に向けられるようにする。図９Ａに図示するように、

例えば、液体ジェットが方向５１０に沿って向けられるようないくつかの実施の

形態において、図９Ａに図示するようにｙ－ｚ面内で測定したとき、面に対し実

質的に垂直となるように液体ジェットを面５００に向けることができる。その他

の実施の形態において、液体ジェットは、液体ジェットがｙ－ｚ面内で測定した

とき、比較的小さい角度にて面５００に向けられ、液体ジェットが鋸歯４９８の

ベース５１４に対しより近接して衝撃を加えるよう多少角度が付けられるように

液体ジェットの方向５１０に沿って向けることができる。回転可能なロータの衝

撃面に対して液体ジェットの方向を説明することに関して使用するとき、「実質

的に垂直」という語は、液体ジェットが図９Ｂにて図示するように少なくともｘ

－ｚ内の面に対して実質的に垂直となるように回転可能なロータの衝撃面に向け

て液体ジェットが方向決めされることを意味する。

      【０１０１】

  好ましい鋸歯ロータは実質的に平面上の液体ジェット衝撃面を有する。更に、

上記の文節に上述したように、回転可能なロータの少なくとも１つの回転可能な

位置にて衝撃を加える液体ジェットに対し実質的に垂直に（又は実質的に直角に

）衝撃面の各々が方向決めされるように面がロータに対し方向決めされることが

好ましい。更に、好ましい実施の形態において、回転可能なロータ４５０の液体

ジェット衝撃面５００の各々は、その回転枢軸５１８の周りで回転したときロー

タの最外側周縁が外接する円に対し正接する線５１６に対し約７５゜から約１０

５゜の範囲の角度にて方向決めされている。いくつかの特に好ましい実施の形態

において、回転可能なロータ４５０の液体ジェット衝撃面５００の各々は線５１

６に対し実質的に垂直に方向決めされている。

      【０１０２】

  代替的な実施の形態において、上述したように、平面上の衝撃面を有する鋸歯

ロータに代えて、湾曲した液体ジェット衝撃面を有するロータを利用することが



(58) 特表２００３－５１９５２５

できる。図１０Ａには、湾曲した液体ジェット衝撃面５２２を有する湾曲したベ

ーンロータ５２０の斜視図が図示されている。湾曲衝撃面５２２はロータ５２０

の周縁に沿って配置された一連の湾曲ベーン５２４により画成される。図示する

ように、好ましい湾曲ベーンロータは矢印５２６で示した来る液体ジェットの方

向に対し凹状の衝撃面を提供し得るように方向決めされる衝撃面５２２を有して

いる。図示した実施の形態において、湾曲した衝撃面５２２は半円筒状面を備え

ている。平滑に湾曲した液体ジェット衝撃面５２２を有するロータを利用する実

施の形態の場合、液体ジェットは面に対し実質的に正接状態で面５２２に向けら

れるように方向５２６に方向決めされることが好ましい。

      【０１０３】

  図１０Ｂには湾曲ベーン５２４をロータ５２０の周縁の周りで方向決めし且つ

位置決めする特に好ましい形態が図示されている。図１０Ｂに図示するように、

１つの好ましい実施の形態において、湾曲ベーンの衝撃面５２２に正接する線５

２３とロータ５２０の端縁を画成する線５２５との間に形成された角度αが約５

゜から約３０゜の範囲とし、１つの好ましい実施の形態において、約１７゜であ

る。更に、ロータが作動しているとき、衝撃液体ジェットを構成する液体が流れ

る湾曲ベーン５２４の間の通路幅ｈは、衝撃点の衝撃液体ジェットの略直径と液

体ジェットの直径の約２倍の値との間にあることが好ましい。更に、湾曲ベーン

５２４の幅（Ｃ）は、比（Ｃ／Ｓ）が約１．０から約１．５の範囲となるようベ

ーン間の間隔（Ｓ）に対して選ばれることが好ましい。更にその他の実施の形態

において、外科用器具の回転可能な軸を駆動するためテリー（Ｔｅｒｒｙ）ロー

タを利用することにより、平滑に湾曲したジェット衝撃面を提供することができ

る。テリーロータは機械技術の分野で既知であり、例えば、１９８１年ニューヨ

ーク州ニューヨークのジョンウィリーアンドサンズ（Ｊｏｈｎ  Ｗｉｌｅｙ  ＆

  Ｓｏｎｓ）からバルジェ（Ｂａｌｊｅ）Ｏ．Ｅのターボ機械「設計、選択及び

理論の指針（Ａ  Ｇｕｉｄｅ  ｔｏ  Ｄｅｓｉｇｎ，Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ，ａｎ

ｄ  Ｔｈｅｏｒｙ）」２５２－２５６ページにより詳細に記載されている。

      【０１０４】

  図１１Ａ及び図１１Ｂには、外科用器具１００の色々な排出管腔及び導管に対
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し排出力を提供する２つの可能な形態が図示されている。図示しない別の実施の

形態において、外部吸引源により発生された吸引力を各々に提供し得るように外

部吸引源が外科用器具１００の排出管腔及び排出導管の各々に流体的連通状態で

接続されている。代替的な実施の形態において、その代わり、器具１００の色々

なその他の排出導管から排出するため吸引源を提供すべく、切断ジェットの排出

管腔１２０、ロータジェット排出管腔１６４のエダクタポンプの作用により発生

された吸引力及び（又は）図７Ａから図７Ｃに上記に図示した自己排出型の回転

可能な軸の設計の任意のものにより発生された吸引力を利用することができる。

      【０１０５】

  図１１Ａには、器具１００の色々な排出管腔及び導管から排出する１つの実施

の形態が図示されている。図示した実施の形態の場合、外科用器具の回転可能な

軸は自己排出力を提供するような形態とはされない。従って、外部吸引源５３０

が排出導管５３２と流体連通状態に接続される一方、該排出導管は回転可能な軸

を取り巻くシース１３２と流体的連通状態にある。これに反して、器具の残りの

排出管は各々、図示するような形態とされたマニホルド５３４に接続されている

。液体切断ジェットの排出管腔１２０と組み合わせてロータジェットの排出管腔

１６６のエダクタポンプ作用により供給される流体モーメントがロータハウジン

グベース１６２に接続された排出導管１６８及びロータハウジングキャップ１５

８に接続された排出導管１７０から排出するのに十分な吸引力をマニホルド５３

４内で発生させるために利用される。マニホルド５３４は外科用器具の本体の外

側にて図１１Ａに図示した仕方にて排出管腔／導管を接続することにより形成す

ることができることを理解すべきである（上記の図１に図示するように外科用器

具１００を使用する場合のように）。しかし、その他の実施の形態において、マ

ニホルド５３４は外科用器具の本体に合う形態とし且つ該本体内に保持すること

ができる。

      【０１０６】

  図１１Ｂには、図７Ａから図７Ｃに関して上述したように、軸が回転するとき

排出力を発生させ得るような形態とされた回転可能な軸を含む外科用流体ジェッ

ト器具の１つの代替的な実施の形態が図示されている。かかる形態の場合、外部
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吸引源を完全に省略し、外科用器具の全体は外部吸引源を必要とせずに自己排出

可能な形態とすることができる。図示した実施の形態において、色々な排出管腔

及び導管がマニホルド５４２に接続される。図示した実施の形態において、ロー

タジェットの排出管腔１６６及び液体切断ジェットの排出管腔１２０のエダクタ

ポンプ作用により供給される液体モーメントは、シース１３２を通じて回転可能

な軸により供給される液体駆動力と組み合わせて利用し、ロータハウジングブロ

ック１６０に接続された排出導管１６８及び外科用器具のロータハウジングベー

ス１６２に接続された排出導管１７０から排出するのに十分な吸引力をマニホル

ド５４２内にて発生させる。

      【０１０７】

  液体流れの方向決め弁１８０の内部の詳細を示す断面図が図１２に図示されて

いる。液体流れ方向決め弁１８０は、例えば、外科等級ステンレス鋼のような硬

い堅牢な材料で出来た弁胴５５０を備えており、この弁胴５５０は、該弁胴５５

０の内部に円筒体５５２を形成する、中央に配置された穴を有している。弁１８

０は、摺動可能な三方向弁の形態とされている。弁胴５５０は、高圧管継手１８

６（図１に図示）と合わさる形態とされたねじ付き壁を有する穴を備える入口１

８２を更に含んでいる。同様に、弁胴５５０は、高圧のコネクタ１９０、１９６

にそれぞれ接続する雌ねじ付き面を有する形態とされた第一の出口１８８及び第

二の出口１９４を更に含んでいる。

      【０１０８】

  各端部のねじ部５５５によりユーザ操作ノブ１９７に接続された外科等級ステ

ンレス鋼のような硬い耐久性のある金属で出来ているものであることが好ましい

軸５５４が中央に配置された円筒体５５２内に配置されている。また、弁１８０

から及び弁１８０内の高圧液体の漏洩を防止するため圧力密の密封構成部品から

成る２つの要素５５６が軸５５４に配置されている。圧力密の密封構成部品から

成る要素５５６は図１３Ａ及び図１３Ｂに関して以下により詳細に説明する。要

素５５６は、液体流れ方向決め弁１８０の説明にて使用し得るように図示したが

、これら要素はまた、軸又はピストンと円筒体の壁との間に高圧のシールを形成

するため高圧の摺動可能な密封構成部品を必要とする多岐にわたるその他の用途
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にて使用することもできる。圧力密の密封構成部品５５６は、軸５５４を取り巻

き且つ圧力密の密封構成部品の間に配置された円筒状のスペーサスリーブ５５８

により軸５５４に沿って分離されている。ノブ１９７を軸５５４のねじ付き端部

に締め付け、圧力密の密封構成部品５５６をスペーサ５５８に押付ける偏倚力を

提供することにより、軸５５４と圧力密の密封構成部品との間の相対的な動作を

防止し得るように圧力密の密封構成部品５５６をスペーサ５５８に押付ける。

      【０１０９】

  スペーサ５５８は、円筒体５５２の内面５６０の内径よりも小さい外形を有す

る。このように、スペーサ５５８の外面５６２と円筒体５５２の内面５６０との

間に提供される空間は流路５６４を画成し、器具が作動しているとき、高圧液体

がこの流路を通って入口１８２から出口１８８、１９４のいずれか一方又はその

双方に流れる。いくつかの好ましい実施の形態において、ユーザが選択可能な３

つの位置を提供し得るようにノブ１９７により軸５５４の位置を操作することに

より、ユーザは弁１８０を調節することができる。特に好ましい実施の形態にお

いて、ユーザが選択可能な３つの位置は、円筒体５５２内の軸５５４の移動方向

に沿った別個の停止点により画成することができる。例えば、１つの特別な実施

の形態において、ノブ１９７の一方又は双方に力が加えられたとき、円筒体内の

軸の移動長さに沿った３つの別個の位置にて動くような軸及び円筒体の摺動機構

の形態とすることができ、その位置の各々が特定の流路を画成し且つ軸をその別

個の位置から変位させるためノブ１９７に力を加えることを必要とする。所定の

位置の間にて、かかる別個の摺動動作を提供する多岐にわたる機構が当該技術分

野の当業者に周知である。その他の実施の形態において、双方の出口から同時に

出る液体の流れが望まれない場合、弁１８０の軸５５４は、例えば、双安定型性

機構を備える形態とし、一方が出口１８８に流れを向け、もう一方が出口１９４

に流れを向ける２つの別個位置の一方までユーザが弁１８０を調節することを許

容する形態とすることができる。

      【０１１０】

  図１２に図示するように、軸５５４はその許容可能な動作範囲の最右側まで移

動させてある。この位置は高圧の液体を入口１８２から流路５６４を通じ且つ図
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１に図示した液体切断ジェットノズル１９２に高圧の液体を供給する圧力管腔１

１８と流体的に連通した出口１８８を通じて弁外に向けるユーザが選択可能な第

一の位置を画成する。かかる位置は、外科用器具の液体ジェット被駆動の回転可

能な軸を回転させずに外科用器具にて液体切断ジェットを形成し得るように外科

用ジェット器具のユーザにより選ばれる。ユーザが選択可能な第二の位置は、軸

５５４をその最左側移動範囲まで摺動させることにより得られる位置とする。こ

の形態において、高圧の液体は、入口１８２から流路５６４を通り且つロータ駆

動圧力管腔１６４と流体的に連通する出口１９４を通って弁から流れ出る。この

形態は、器具により液体切断ジェットを同時に形成せずに器具の液体ジェット被

駆動の回転可能な軸を駆動するため利用することができる。更に、いくつかの実

施の形態において、その最右側及び最左側移動範囲間の略等距離の位置に軸５５

４を位置決めすることにより、ユーザが選択可能な第三の位置を実現することが

できる。このユーザが選択可能な第三の位置において、高圧の液体は入口１８２

から流路５６４を通り且つ出口１８８、１９４の双方を通って弁外に流れる。こ

の形態において、ユーザは器具の液体ジェット被駆動の回転可能な軸を作動させ

ると同時に、器具により液体切断ジェットを形成することができる。

      【０１１１】

  要素５５６は図１３により詳細に図示されている。要素５５６は圧力密の密封

構成部品の形態とされている。本明細書で使用する「圧力密の密封構成部品」と

は、各々が内部に流体を保持し、２つの領域内に保持された流体が異なる静水圧

流体圧力となるように円筒体の２つの領域間に圧力密のシールを形成することの

できる１つの構成部品を意味する。本明細書にて使用する「流体」は、液体、ガ

ス、超臨界流体、スラリー、懸濁物又はそれらの任意の混合体を含み、また、作

動中、構成部品が使用される温度及び圧力にて円筒体領域内に存在する材料の熱

力学状態を意味するものとする。液体流れ制御弁１８０内圧力密の密封構成部品

の使用状態の説明において、円筒体の上述した領域の少なくとも１つの内部に保

持された流体は１つの液体を備えている。しかし、当該技術分野の当業者に明ら

かであるように、要素５５６は必ずしも加圧された液体を採用しない多岐にわた

るその他の圧力密封用途のため使用することもできる。
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      【０１１２】

  要素５５６はスペーサ５５８の一部分と共に図１３の断面図に図示されている

。軸５５４は図示した構成部品をより明確に示し得るように図面では省略されて

いる。要素５５６は、例えば、多岐にわたる金属、セラミック、プラスチック等

のような、予定する圧力に耐えることができる多岐にわたる材料にて形成するこ

とができる。要素５５６は、好ましい実施の形態において、予定する範囲の作動

圧力内で寸法的に安定している非エラストマー的な半剛性のプラスチックで出来

ている。好ましいプラスチックは、要素５５６を１つの密封構成部品として利用

する装置。の作動温度よりも高いガラス遷移温度を有する結晶状ポリマー又は半

結晶状ポリマー、或いは非結晶ポリマーを含む。要素５５６は、例えば、当該技

術分野の当業者に明らかであるように、ポリテトラフロオロエチレン（ＰＴＦＥ

）、ポリプロピレン、ポリエチレン、ポリ塩化ビニル、ポリアミド、ポリスルホ

ン、ポリスチレン、それらの混合体のような多岐にわたるエンジニアリングプラ

スチックにて製造することができる。１つの特に好ましい実施の形態において、

要素５５６は、例えば、ポリオキシメチレン（デルリン（Ｄｅｌｒｉｎ）（登録

商標名））のようなアセタールポリマーにて製造される。

      【０１１３】

  要素５５６は、内面５６０と双方の軸５５４との接触及び内面５６０とフラン

ジ領域５５９外の要素５５６のその他任意部分との接触を防止しつつ、弁１８０

内で円筒体５５２の内面５６０と密封接触し得る構造及び配置とされた一体的な

拡がった密封フランジ部分５５９を有する。拡がった密封フランジ部分５５９に

関して本明細書で使用する「密封接触し得る構造及び配置とされた」という表現

は、フランジ部分の少なくとも外面５６１が円筒体５５２の内面５６０と実質的

に連続的に接触する寸法及び形状とされた（すなわち、円筒体５５２の形状に実

質的に順応する形状の外周縁を有するようにされた）ことを意味するものとする

。図示した実施の形態において、円筒体５５２の形状及び外面５６１の外周縁は

、実質的に円形の断面であるが（すなわち、図示した円筒体５５２は円形の円筒

体を備える）、その他の実施の形態において、円筒体の形状及び外面の外周縁は

円形断面以外のものとすることができ、また、円筒体は、例えば、矩形、楕円形
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、三角形、多角形又はその他の断面形状を有する円筒状通路を備え、密封要素の

一体の拡がった密封フランジ部分が同様の形状とされ、円筒体の内面と密封接触

し得る構造及び配置とされるようにすることができることを特に認識すべきであ

る。要素５５６の拡がった密封フランジ部分５５９は、円筒体５５２の内面５６

０と密封接触するとき、要素の拡がった密封フランジ部分と円筒体の内面との接

触点に、シールを通って液体が漏洩せずに、少なくとも約６８９４．７６ｋＰａ

（約１，０００ｐｓｉ）の液体圧力差に耐えることができる漏洩密のシールを提

供する。本明細書にて使用する「液体圧力差」という表現は、円筒体５５２の流

路５６４内に保持された液体と円筒体５５２内流路５６４の領域外の圧力（例え

ば大気圧）との間の静水圧の圧力差を意味するものとする。より好ましい実施の

形態において、フランジ部分５５９と円筒体５５２の面５６０との間に形成され

たシールは、シールを通って液体が漏洩せずに少なくとも５５．１５８１ＭＰａ

（８，０００ｐｓｉ）、より好ましくは少なくとも１７２．３６９ＭＰａ（２５

，０００ｐｓｉ）、最も好ましくは少なくとも３４４．７３８ＭＰａ（５０，０

００ｐｓｉ）の液体圧力差に耐えることができる。

      【０１１４】

  図示した実施の形態において、要素５５６は、外径ＤIの円筒状の形状を有す

る主要本体部分５６３を含む形状とされている。図示したように、要素５５６の

フランジ部分５５９はスペーサ５５８に当接する面５６５と一体に形成されてい

る。また、面５６５はスペーサ５５８の角度付き内面５６８に座るリッジ５６６

も有している。その他の実施の形態において、スペーサの当接面５６５とノブの

当接面５７０との中間位置にて主要本体部分５６３に沿って拡がった密封フラン

ジ部分５５９を配置することができる。その他の適用例において、要素５５６は

、要素の内部の中央に配置された穴５７２を完全に横断して伸びる面５６５を有

するキャップの形態とすることができることも理解すべきである。かかる形態は

軸の端部にて圧力密封キャップとして使用することが可能であろう。

      【０１１５】

  液体方向決め弁１８０にて使用し得る形態とされたとき、要素５５６は管状の

環形状の形態とされた主要本体部分５６３を有し、中央に配置された穴５７２は
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、要素の中央領域を亙って完全に配置され、要素を軸５５４に取り付けることを

許容し、この軸は、要素が軸に取り付けられたとき、中央に配置された穴５７２

を通って伸びる。

      【０１１６】

  要素５５６の拡がった密封フランジ部分５５９は、所定の長さ５７４を有し且

つ弁が組み立てられたとき、主要本体部分５６３の外面５７６から弁１８０の円

筒体５５２の内面５６０に向けて伸びるように角度が付けられている。拡がった

密封フランジ部分５５９は、図示するように、主要本体部分５６３の面５７６か

ら離れる方向に伸びて要素５５６の周縁の周りに片持ち状の周縁フランジを形成

する。「片持ち状の周縁フランジ」は、要素の主要本体部分の全外周縁に外接す

ると共に、その側部の１つに沿って主要本体部分に取り付けられたフランジであ

って、要素の主要本体部分に取り付けられず又は一体でない（すなわち、三角形

の断面形状又は台形或いは矩形の断面形状を有する）少なくとも２つの追加的な

側部又は面（例えば、面５６１、５７７、５７８）を有するフランジを意味する

ものとする。

      【０１１７】

  密封フランジ部分５５９の所定の長さ５７４及びその最小厚さ５８０は、作動

中、密封要素５５６が内部に配置される円筒体５５２の寸法とほぼ直線的に変化

し勝ちとなる。内径約４．７６２５ｍｍ（約０．１８７５インチ）の円筒体内で

圧力密の密封構成部品として使用される、外径ＤIが約４．６２２８ｍｍ（約０

．１８２インチ）の主要本体部分を有するデルリンプラスチック要素を利用する

一例としての実施の形態において、長さ５７４は約６３５μｍ（約０．０２５イ

ンチ）であり、厚さ５８０は約７６．２μｍ（約０．００３インチ）である。

      【０１１８】

  密封要素５５６は、主要本体部分５６２の外径ＤIを上廻るフランジ部分５５

９の最外側周縁５８２により画成された第二の外径Ｄ0を有する。要素５５６が

弁１８０の円筒体５５２から分解されたとき、フランジ部分５５９の最外側周縁

５８２の外径Ｄ0は、主要本体部分５６３の外径ＤIを少なくとも約１％、その他

の実施の形態にて少なくとも約３％、その他の実施の形態にて少なくとも約５％
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、更にその他の実施の形態にて少なくとも約１０％だけ上廻る。１つの好ましい

実施の形態において、外径Ｄ0は、外径ＤIを約５％だけ上廻る。弁を組み立てた

とき、要素５５６を保持する弁１８０の円筒体５５２は、主要本体部分５６３の

外径ＤIを上廻るが、要素５５６におけるフランジ部分５５９の最外側周縁５８

２の外径Ｄ0よりも僅かだけ小さい内径を有する。本明細書にて説明したフラン

ジ部分５５９の最外側周縁５８２の外径Ｄ0は、弁１８０から分解したが、円筒

体５５２内に保持されていない要素５５６に対して測定したときの直径を意味す

ることを特に認識すべきである。要素５５６を円筒体５５２内に挿入したとき、

主要本体部分５６３に対して枢動可能に可撓性であるフランジ部分５５９は、フ

ランジ部分５５９の最外側周縁５８２の最大外径を実質的に円筒体５５２の内径

に等しくさせ勝ちである。次に、円筒体５５２内に組み立てられていない要素５

５６に対して測定したとき、フランジ部分５５９の最外側周縁５８２の最大外径

Ｄ0を参照すると、円筒体５５２は、典型的に、直径Ｄ0よりも少なくとも約０．

５％、その他の実施の形態にて少なくと約１％、更にその他の実施の形態にて少

なくとも約２％だけ小さい内径を有する。１つの好ましい実施の形態において、

円筒体５５２の内径は外径Ｄ0よりも約１％だけ小さい。

      【０１１９】

  好ましい実施の形態において、要素５５６のフランジ部分５５９は、主要本体

部分５６３の長手方向枢軸５９０の方向に対し約１゜から約１１゜の範囲の角度

γにて主要本体部分５６３の面５７６から伸びる外面５６１を有している。更に

、好ましい実施の形態において、フランジ部分５５９は、長手方向枢軸５９０の

方向に対し、約１５゜から約３０゜の範囲の角度βにて主要本体部分５６３の面

５６５から伸びる内面５７８を有している。好ましい実施の形態において、角度

γ、βの差の絶対値は、約５゜から約２０゜の範囲で変化する。１つの好ましい

実施の形態において、角度γは約８゜、角度βは約２０゜である。

      【０１２０】

  本発明の別の特徴は、電流により外科手術領域内で血管又はその他の組織を焼

灼する一体化した電気焼灼具を含む一連の液体ジェット外科用器具を提供する。

本明細書で使用する「一体化した電気焼灼具」という語は、本発明により提供さ
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れる外科用器具の特定の実施の形態を意味し、また、作動中、外科手術領域内に

配置すべく器具の末端に設けられることが好ましい１つ又はより多数の電極を含

む本発明の外科用液体ジェット器具であって、この電極が一体に又は取り付けた

外科用器具の構成部品を備え、何ら追加的な器具を外科手術領域内に挿入するこ

とを必要とせず、また、外科用器具を外科手術領域から除去し且つ交換すること

を必要とせずに外科用器具にて電気焼灼法を行うことができるようにする器具を

意味するものとする。本発明の外科用器具の特定実施形態における一体化した電

気焼灼能力は、外科用器具の末端付近に配置された単一の正電極を備える形態と

することができ、また、単極モードにて作動させることができる。かかる実施の

形態の場合、器具により提供される電極は正電極として機能し、患者の身体が、

例えば、外部電源と電気的に連通した接地パッドとの接触をかいして接地電位源

として機能する。本明細書で使用する「正電極」又は「正端子」は、電極の電位

（０ボルト）と相違する電位を有する外科用器具又は外部電源の電極又は端子を

意味するものとする。本明細書にて使用する「接地電位源」という語は、外科用

器具にて電気焼灼法を行う間、実質的に接地電位に保たれる電極、面、端子等を

意味するものとする。

      【０１２１】

  一体化した電気焼灼具を含む、本発明による好ましい外科用器具は、外科手術

領域内に挿入し得るように導電性液体を器具の末端に伝達することができる少な

くとも１つの管腔を更に備えている。かかる管腔は、器具の末端における電気焼

灼電極を導電性液体中に没した状態に保ち、電気焼灼の間、外科手術領域の環境

内で正の電気焼灼電極から接地電位源まで電流が流れることを可能にし得るよう

に導電性液体を外科手術領域に加えることができる。一体化した電気焼灼具を含

む特に好ましい器具は、高圧の液体を器具の末端に伝導し且つ外科手術領域内で

液体切断ジェットを形成することができる圧力管腔を含むものである。いくつか

の好ましい外科用器具は、また液体及び屑を外科手術領域から排出すべく上述し

た圧力管腔のノズル領域のジェット開口部と対向する位置に配置されたジェット

受け入れ開口部を有する排出管腔も備えている。一体化した電気焼灼具を含む外

科用器具のいくつかの好ましい実施の形態は、また、例えば、粉砕バリのような
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組織に接触する構成部品を作動させる回転可能な軸も備えることができる。かか

る器具は、図１に関して上述したように、また、図１６Ａ及び図１６Ｂに関して

一体化した電気焼灼具を備える形態として以下に示し且つ記載されている。

      【０１２２】

  一般に、以下に説明する一体化した電気焼灼具を提供する本発明の形態は、当

該技術分野の当業者に明らかであるように、生理学的食塩水又は乳酸加リンゲル

液のような導電性流体を患者の外科手術領域に供給することができる、多岐にわ

たる外科用器具にて利用することができる。自然に導電性流体内に没し又は導電

性流体と共にその他の手段により灌流される外科手術領域内で外科用器具の末端

が利用される、その他の実施の形態において、一体化した電気焼灼具を含む本発

明により提供される器具は、導電性流体を外科用手術領域に供給する管腔が存在

しないが、それに代えて、例えば、器具の本体内に配置された液体ジェット被駆

動の回転可能なロータにより作動され且つ回転可能な軸に駆動可能に接続された

回転可能な軸のみを提供し、液体ジェット被駆動の回転可能なロータの回転によ

り器具の回転可能な軸がこれに相応して回転すると共に、外科手術領域内で所望

の外科的作業を行うことのできる、粉砕バリ等のような回転可能な軸の末端の構

成部品が回転するようにする外科用器具を備えるようにしてもよい。

      【０１２３】

  一体化した電気焼灼具を提供するいくつかの好ましい実施の形態は、器具が作

動している間、器具の末端に且つ外科手術領域内に配置された少なくとも２つの

電極を有する外科用器具を提供する。かかる器具は、双極モードにて作動するこ

とができ、電極の各々は異なる電位に保たれ、器具の異なる電極の間に電位差が

存在し、電流を外科手術領域内の導電路に沿って一方の電極から他方の電極に駆

動し勝ちとなる。少なくとも２つの電極を備える形態とされた器具の好ましい実

施の形態において、末端の電極の少なくとも１つは正電極を備え、末端の電極の

少なくとも１つの他方は接地電位電極を備え、器具が作動する間、器具の末端に

おける正電極と接地電極との間に外科手術領域内で完全な電流路が提供されるよ

うにする。

      【０１２４】
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  上述したように、本発明により提供される一体化した電気焼灼具は、本明細書

に記載し且つ従来技術にて利用可能な多岐にわたる外科用器具にて利用可能な形

態とすることができる。例えば、一体化した電気焼灼の本発明のシステムを備え

る形態とされた同一人所有の米国特許出願第０９／３１３，６７９号に以前に開

示され且つ詳細に記載された展開可能な液体ジェット外科用切断器具の特定実施

形態について図１４Ａから図１４Ｄに関して以下に説明する。図１４Ａから図１

４Ｄに図示した実施の形態に加えて、米国特許出願第０９／３１３，６７９号に

記載された外科用液体ジェット切断器具のその他の任意形態のものは、本発明に

より提供される一体化した電気焼灼具を備える同様の形態とすることができる。

以下に説明するように、いくつかの好ましい実施の形態において、本発明に従い

外科用器具の末端に設けられた少なくとも１つの一体化した電気焼灼電極は、外

科手術領域に液体を供給する形態とされた外科用器具の管腔（例えば、圧力管腔

）又は外科手術領域から液体を吸引する形態とされた外科用器具の管腔（例えば

、排出管腔）の末端の少なくとも一部分を備えている。以下により詳細に説明す

るいくつかのかかる好ましい実施の形態において、管腔の特定の領域を非被覆状

態に残し、その非被覆領域が電極面として機能するようにしつつ、電気絶縁体の

実質的に連続層にてかかる管腔の外面を選択的に被覆することにより、外科用器

具の１つ又はより多数の管腔の末端に電極が提供される。本発明による外科用器

具の導電性管腔の特定の被覆領域又はその他の面を説明するために本明細書にて

使用する電気絶縁体の「実質的に連続層」という語は、外科用器具の最大電位値

（本明細書で説明した典型的な電気焼灼器具の場合、約１５００ボルト）まで任

意の電位にて面の被覆領域と別の面との間又は電気絶縁層を通る媒体との間の導

電率が実質的に零又は許容可能な程低レベルとなるように、上記面が電気絶縁体

で被覆されることを意味するものとする。その他の実施の形態において、電極は

器具の流体伝導管腔から分離し又は分離可能な探針又は導電性要素を備えること

ができる。

      【０１２５】

  回転可能に展開させた外科用液体ジェット器具の一例としての実施の形態が図

１４Ａから図１４Ｆに図示されている。図１４Ａを参照すると、外科用器具６０
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０は、操作者の手で握ることのできる形態とされた把持領域６０４を有する本体

６０２と、外科用器具６００の末端６０８を展開させるために使用される摺動可

能なスリーブ又はカラーを有する作動要素６０６とを備えている。摺動可能なス

リーブ６０６は、器具６００の操作者が片手で容易に操作可能であるように配置

されている。摺動可能なスリーブ６０６は、操作者が本体６０２を少なくとも２

つの異なる手／把持領域６０４の方向に向けて保持することを可能にし、操作者

が少なくとも２つの手／把持領域６０４のいずれかに向けて本体６０２を保持し

つつ、摺動可能なスリーブ６０６を作動させることができる。例えば、操作者は

、操作者の親指が把持領域６０４の末端付近に配置される手の位置にて本体６０

２を把持することができる。かかる位置において、操作者は、摺動可能なスリー

ブを自己の親指で動かすことにより摺動可能なスリーブ６０６を作動させること

ができる。第二の手／把持領域の方向に向けて、操作者は、例えば、自分の手の

他の４本の指の１つ又はより多くの指をかいして摺動可能なスリーブ６０６を作

動させつつ、自分の親指を本体６０２の基端に向けて配置した状態で本体６０２

を把持することができる。

      【０１２６】

  また、外科用器具６００は、本体６０２内に回転可能な取り付けられたカラー

６１０も備えている。回転可能に取り付けられたカラー６１０は、典型的に、シ

ース６１２に取り付け又は該シースの一部分を形成することのできる円筒状の形

状のスリーブである。外科用器具６００の末端６０８は、図１４Ａに折畳んだ形

態で図示されている。スリーブ６０６が矢印６１４の方向に摺動すると、回転可

能に取り付けられたカラー６１０が矢印６１６で示した方向に回転動作する一方

、この動作により排出管腔６１８は本体６０２の長手方向枢軸及びシース６１２

内排出管腔６１８の部分の長手方向枢軸に対し実質的に平行なシース６１２の長

手方向枢軸の周りで回転する。その他の実施の形態において、展開時、排出管腔

６１８は、シース６１２内排出管腔６１８の部分の長手方向枢軸に対し実質的に

共直線状であるシース６１２の長手方向枢軸の周りで回転することができ、その

双方の枢軸は本体６０２の長手方向枢軸に対し実質的に平行である。更なる代替

的な実施の形態において、器具６００の展開時、排出管腔６１８が回転すること
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に代えて、排出管腔６１８は本体６０２に対して静止しており、圧力管腔６２０

が、摺動可能なスリーブ６０６の作動時、回転するようにすることができる。

      【０１２７】

  図示した外科用器具６００は、また、一体化した双極電気焼灼能力を有する形

態ともされている。図示した実施の形態において、圧力管腔６２０は、その末端

に電気焼灼正電極６２２を有する形態とされ、排出管腔６１８は、作動中、外科

手術領域６２６内に配置されるその外面の導電性部分６２４を備え、この導電性

部分は接地電極として機能する。圧力管腔６２０は、その全長に実質的に沿って

電気絶縁体の実質的に連続層６２６（斜線領域）にて被覆されるが、ノズル６２

８を取り巻くその末端の領域６２２は非被覆状態であり、正電極を提供する導電

性面を有している。好ましい実施の形態において、図示するように、排出管腔６

１８はその長さに沿って非被覆状態にあるが、ジェット受け入れ開口部を取り巻

くその末端の領域６３０（斜線領域）は、実質的に連続的な電気絶縁層にて被覆

されている。その他の実施の形態において、圧力管腔６２０及び排出管腔６１８

の役目を逆にし、排出管腔６１８がその末端を除いてその長さに沿って被覆され

且つ正電極として機能する一方、圧力管腔６２０がその末端が被覆される点を除

いてその長さに沿って導電性であり且つ接地電極を提供する外面を有するように

することができる。更なるその他実施の形態において、正電極及び接地電極の双

方を同一の管腔（すなわち圧力管腔又は排出管腔）に配置することができる。例

えば、かかる１つの代替的な実施の形態において、圧力管腔は上述したような形

態（すなわち、ノズルを取り巻くその末端領域を被覆せずに、正電極を提供する

導電性面を有するようにする点を除いて、実質的にその全長に沿って配置された

実質的に連続的な電気絶縁体の層を有する形態）とすることができるが、圧力管

腔の絶縁外面に沿って配置され又は該外面の周りに巻かれた接地電極を含み、こ

の接地電極は正電極を提供する管腔外面の導電性領域の基端側に配置された末端

を有するようにする点が異なる。かかる１つの代替的な実施の形態において、１

つの電極を提供しない他方の管腔（例えば、上述した形態の排出管腔）は、所望

であるならば、プラスチックのような非導電性材料で製造することができる。

      【０１２８】
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  図１４Ａには、外科手術領域６２６内で導電性流体中に没した器具６００の末

端が図示されている。圧力管腔６２０は、その末端の先端を除いて絶縁層６２６

にて被覆されている。非被覆、非絶縁の末端の先端６２２は一体化した電気焼灼

正電極を形成する。排出管腔６１８は、図示した実施の形態において、その末端

の先端６３０を除いて絶縁されていない。図示した実施の形態において、排出管

腔６１８の末端の先端６３０は、電気焼灼電流が外科手術領域６２６内で流れる

導電性経路の最小長さを増し得るように絶縁されており、接地電極６２４の表面

における組織の焼けを防止し且つ過度に短い導電経路長さを提供することにより

生じる可能性のある組織のアーク、短絡又は焼けを減少させる。このことは、圧

力管腔６２０及び排出管腔６１８の末端が極く近接している、図示した組み立て

た形態にて外科用器具６００により電気焼灼法を行うとき特に重要である。

      【０１２９】

  電気焼灼具を作動させたとき、電流が電極６２２から外科手術領域６２２内の

目標組織及び導電性流体を通って、例えば、排出管腔６１８の非絶縁面６２４及

びシース６１２のような接地電位の導電性面まで流れ、このシースは管腔６１８

と電気的に連通している。外科手術領域内の排出管腔６１８の正電極６２２及び

接地電極面６２４は、正電極への電力を供給する電源の電力値に基づいて電気エ

ネルギを正電極に集中させ且つエネルギを接地電極にて分散させ得る寸法とされ

ることが好ましい。双極電気焼灼法を行う典型的な従来技術の電気焼灼器具にお

いて、正電極及び接地電極は実質的に同一寸法である。かかる従来技術の器具に

おいて、電極の間に配置された組織の実質的に全ては、器具の作動中、電流によ

って粉末となる。本発明の形態において、外科手術領域６２６内で導電性液体中

に没した接地電極面の表面積は、正電極６２２の表面積を少なくとも２倍、より

好ましくは少なくとも５倍、最も好ましくは少なくとも約１０倍上廻るようにす

ることが好ましい。全ての場合、接地電極は、正電極の寸法及び正電極に供給さ

れる電力に比して、器具により電気焼灼法を行うとき、外科手術領域６２６内に

保持された液体の全てが沸騰するのを防止するのに十分に大きいような寸法とす

る必要がある。例えば、図示した実施の形態において、正電極６２２は約０．２

ｃｍ2の正電極の表面積を備える一方、排出管腔６１８の末端の絶縁面６３０は
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管腔の最末端の約５．０８ｍｍ（約０．２０インチ）を備え、少なくとも約２ｃ

ｍ2の表面積を有する接地電極を備える外科手術領域６２６内で排出管腔６１８

の導電面６２４を提供する。

      【０１３０】

  圧力管腔６２０及び排出管腔６１８は、外部電源６３６の正端子６３２及び接

地端子６３４とそれぞれ電気的連通状態に接続されている。外部電源６３６は無

線周波数（ＲＦ）発生器を備えることが好ましい。外科用器具は双極電気焼灼具

を提供する形態とされる実施の形態の場合、外科用器具６００は、電気焼灼法に

て使用される実質的に任意の商業的に利用可能なＲＦ発生器の双極出力に対して

利用可能である。かかる発生器は、典型的に、約８０Ｗの給電レベルにて約５０

０ｋＨｚから約２ＭＨｚの範囲の周波数を供給し得る形態とされている。電源６

３６の正端子６３２は、電気コネクタ６３８及びジャック６４０をかいして器具

６００の本体６０２と電気的に連通している。電源の接地端子６３４は、電気コ

ネクタ６３２及びジャック６４４をかいして器具６００の本体６０２と電気的に

連通している。一方、ジャック６４０は、本体６０２内の圧力管腔６２０と電気

的に連通し、ジャック６４４は図１４Ｄに最も良く図示し且つ以下に説明する接

続具により本体６０２内の排出管腔６１８と電気的に連通している。ジャック６

４０、６４４及び接続具６３８、６４２は、当該技術分野の当業者に容易に明ら

かな多岐にわたる電気接続具の任意のものとすることができる。１つの特別な例

において、器具６００の本体６０２間の電気的接続具は器具に取り付けられる標

準的な「バナナ」ジャックを通じて形成される。いくつかの好ましい実施の形態

において、ジャック６４０、６４４は省略され、コネクタ６３８、６４２は図１

４Ｄに関して以下に説明するように管腔に対するコネクタ６３８、６６９の接続

の場合と同様に、本体６０２内の圧力管腔６２０及び排出管腔６１８にそれぞれ

直接接続される。１つの代替的な実施の形態において、本発明の電気焼灼器具は

、電気焼灼法にて使用し得るように商業的に入手可能な単極電源の単極出力に器

具を接続することにより、単極モードにて作動させることもできる。かかる実施

の形態において、正電極を提供する圧力管腔６２０は、電源の正単極端子と電気

的連通状態に接続する一方、接地電位の電極を提供する排出管腔６１８は、電源
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の接地接続部と電気的連通状態に接続することができる。また、例えば、電気焼

灼を行うため電源６３６から器具に供給される電力は、いくつかの実施形態の場

合、電源６３６、本体６０２に設けられたスイッチ又はその他の手段をかいし又

は、例えば、当該技術分野の当業者に明らかであるように、足踏式スイッチ等の

ような遠隔操作スイッチをかいしてユーザが制御できる。

      【０１３１】

  図示した実施の形態において、圧力管腔及び排出管腔は、電流の流れに対して

比較的低抵抗を有する、ステンレス鋼のような導電性材料で出来ている。上述し

たように、管腔の外面に付与された絶縁被覆は当該技術分野の当業者に既知の任

意の絶縁被覆を備えることができる。１つの好ましい実施の形態において、該被

覆は、例えば、ポリフッ化ビニリデン（ＰＶＤＦ）シュリンクラップ管のような

商業的に入手可能なシュリンクラップ管を使用して図示するように管腔の表面に

形成された重合系被覆から成っている。別の実施の形態において、絶縁被覆は、

例えば、噴霧被覆、ブラッシ被覆、浸漬被覆等のような周知の多岐にわたる被覆

方法により外面に形成された重合系被覆（例えば、ＰＶＤＦ）から成っており、

多岐にわたる商業的に入手可能なポリマー層を形成する溶液が当該技術分野にて

既知である。１つの好ましい実施の形態において、圧力管腔６２０に形成された

絶縁層は、ＰＶＤＦシュリンクラップ管を使用して管腔の表面に形成された重合

系被覆から成る一方、排出管腔６２０の末端に形成された絶縁層は、ＰＶＤＦ層

を形成する溶液にて噴霧被覆により形成される。

      【０１３２】

  器具が最大予想作動電位にて作動する間、層を通じての導電を防止し得るよう

に電気絶縁層の厚さを選ぶ必要がある。この厚さは、選ばれた商業的に利用可能

な電気絶縁体の特定の型式の周知の電気的性質に依存し、また、当該技術分野の

当業者により容易に決定することができる。１つの実施の形態において、約１０

１．６μｍ（約０．００４インチ）から約１５２．４μｍ（約０．００６インチ

）の厚さの範囲の厚さを有するＰＶＤＦシュリンクラップ管がピーク間定格値が

１，５００ボルトの器具に対する電気的被覆材として使用される。

      【０１３３】
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  外科用器具６００の末端は図１４Ｂ及び図１４Ｃにより詳細に図示されている

。図１４Ｂ及び図１４Ｃには、また、シース６１２と、回転可能に取り付けられ

たカラー６１０とがより詳細に図示されている。外科用器具６００の末端６０８

は図１４Ｂに折畳んだ位置にて及び図１４Ｃに展開した位置にて図示されている

。折畳んだ位置において、末端６０８は特定の外科的処置に対し、例えば、関節

包のような狭小な外科手術スペース内への末端６０８の挿入を容易にし得るよう

に選ばれた、シース６１２の長手方向枢軸及び器具６００の本体６０２の長手方

向枢軸に対する断面寸法、長さ及び角度θを有する。例えば、関節鏡法の場合、

末端６０８の少なくとも１つの断面寸法は、折畳んだ形態にあるとき、約２．８

ｍｍ以下でなければならず、末端６０８の長さは、１０から１５ｍｍの範囲であ

ることが好ましく、角度θは約１５゜であることが好ましい。圧力管腔６２０は

、本体６０２内に固定状態に取り付けられ、該圧力管腔は本体６０２に対して実

質的に不動であり、また、シース６１２内で及び回転可能に取り付けられたカラ

ー６１０内で回転可能に取り付けられ、末端６０８を展開させたとき、シースが

管腔の外面の周りを回転し得るようにする。これに反して、排出管腔６１８は、

シース６１２及び（又は）回転可能に取り付けられたカラー６１０に対し固定状

態に取り付けられているが、回転可能に取り付けた構成部品６１０が回転すると

き、本体６０２内で回転可能に可動であり、このため、回転可能に取り付けたカ

ラー６１０及びシース６１２の回転により排出管腔６１８がこれに相応して回転

し、その結果、末端６０８が展開される。回転可能に取り付けられたカラー６１

０は、回転可能に取り付けられたカラー６１０の長手方向枢軸及び器具６００の

本体６０２の長手方向枢軸に対して平行でない長手方向枢軸６５２を有するスロ

ット又は溝６５０を備えている。スロット６５０は、以下により詳細に説明する

ように、摺動可能なスリーブ６０６が移動したとき、回転可能に取り付けられた

カラー６１０を回転させるために使用される。また、回転可能に取り付けられた

カラー６１０は、以下により詳細に説明するように、カラー６１０の回転を許容

し得るように器具６００の本体６０２内に取り付けられたベアリングフランジ６

５４も備えている。図１４Ｃに図示するように、末端６０８を展開させると排出

管腔６１８の末端にてノズル６２８のジェット開口部６５６とジェット受け入れ
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開口部６５８との間の分離距離ｌを確立する。分離距離ｌは、器具が作動してい

るとき、液体ジェットの経路長さを画成する。特定の好ましい実施の形態におい

て、器具が作動しているとき、ジェット開口部６５６から放出される液体ジェッ

トの中央領域の方向を画成する枢軸６６０は、器具６００のシース６１２の長手

方向枢軸及び本体６０２の長手方向枢軸に対して平行でない。典型的に、かかる

実施の形態の場合、枢軸６６０は、本体６０２の長手方向枢軸に対し約４５゜か

ら１１５゜の範囲、より典型的には、約８０゜から約１００゜の範囲、最も典型

的には約９０゜の角度を形成する。

      【０１３４】

  図１４Ｄには、本体６０２の基端をより明確に示し且つ圧力管腔６２０の高圧

液体供給導管６６２及び排出管腔６１８の排出導管６６４への接続状態をより明

確に示す外科用器具６００の一部切欠き図が図示されている。圧力管腔６２０は

、当該技術分野で周知の多岐にわたる高圧管コネクタ６６７の任意のものをかい

して高圧液体供給導管６６２に接続することができる。圧力管腔６２０及び（又

は）高圧液体導管６６２は、展開中、本体６０２に対する圧力管腔６２０の動き

を防止し得るように本体６０２内に固定状態に取り付けられている。作動要素６

０６が移動するとき、排出管腔６１８は本体６０２内で回転する。排出管腔６１

８は可撓性で且つ（又は）本体６０２内で捻り可能である排出導管６６４に接続

されて排出管腔６１８が回転することを許容する。

      【０１３５】

  図１４Ｄには、また、圧力管腔６２０と確実ジャック６４０との間及び排出管

腔６１８と本体６０２内の接地ジャック６４４との間の電気的接続を可能にする

１つの実施の形態も図示されている。確実ジャック６４０は、線又はその他の導

電体６６８をかいして圧力管腔６２０に電気的に接続され、接地ジャック６６４

は、線又はその他の導電体６６９をかいして排出管腔６１８に電気的に接続され

ている。一方、線／コネクタ６６８は、点６７０にて圧力管腔６２０の導電面と

電気的に接触する状態にて圧着、はんだ付け又はその他の方法で接続されている

（当該技術分野の当業者に既知の任意の適宜な手段により）。同様に、線／コネ

クタ６６９は、点６７２にて圧力管腔６１８の導電面に圧着、はんだ付け又はそ
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の他の方法で電気的接触状態にて接続されている。高圧導管６６２及び高圧コネ

クタ６６７のいずれか一方又は双方は、本体６０２の外側を伸びる高圧導管の領

域６７４との接触をかいして操作者が電気的ショックにさらされるのを防止し得

るように電気絶縁材料（例えば、プラスチック材料）で製造し又は該材料にて被

覆する必要がある。

      【０１３６】

  作動要素６０６が回転可能に取り付けられたカラー６１０及びシース６１２を

回転させて、器具６００の末端６０８を展開させるようにするための作動機構が

図１４Ｅ及び図１４Ｆにより明確に図示されている。図１４Ｅを参照すると、作

動要素６０６の切欠き図が図示されている。作動要素６０６は、全体として円筒

状の形状とすることができ、また、２つの開口６７６、６７８を有している。開

口６７６は、作動要素６０６の基端面に配置されて、作動要素６０６が器具６０

０の本体６０２を受け入れることを許容する。開口６７８は作動要素６０６の末

端面に配置され且つ回転可能に取り付けられたカラー６１０の外周にほぼ等しく

又はそれよりも僅かに大きい周縁を有し、これにより回転可能に取り付けられた

カラー６１０が開口６７８を貫通し且つ該開口内で回転することを許容する。回

転可能に取り付けられたカラー６１０のベアリングフランジ６５４は本体６０２

のベアリングスロット６８０内に回転可能に取り付けられている。図１４Ｆに図

示するように、作動要素６０６は開口６７８内に取り付けられたピン６８２を有

している。図１４Ｅにより明確に図示するように、組み立てたとき、ピン６８２

は、回転可能に取り付けられたカラー６１０のスロット６５０に嵌まり、操作者

が作動要素６０６を矢印６８４の方向に摺動させると、ピン６８２はスロット６

５０内で前方に摺動し、回転可能に取り付けられたカラー６１０を矢印６８６で

示した方向に回転させ、これにより器具６００の末端を展開させる。

      【０１３７】

  図１５には、調節可能な液体ジェットの経路長さを有する展開可能な液体ジェ

ット器具用の図１４Ａ及び図１４Ｂにて上述したノズルを形成する、本発明によ

る１つの好ましい方法が図示されている。かかる器具及びノズルは、同一人が所

有する米国特許出願第０９／３１３，６７９号により詳細に記載されている。図
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１５のステップ１は、圧力管腔を形成するために使用される管状導管７００を提

供することを含む。管状導管は、典型的に、外科用ステンレス鋼のような生態適

合性金属で出来ており、また、予想される液体圧力に耐えるのに十分な破断強度

（例えば、少なくとも３４４．７３８ＭＰａ（５０，０００ｐｓｉｇ）の破断強

度）を有するように選ばれている。

      【０１３８】

  方法のステップ２は、縮小した断面積を有するくびれ領域７０２を形成し、該

くびれ領域が実質的に一定の内側断面積を有するジェットノズル領域７０４内に

テーパーが付けられるようにし、導管７００の一端を狭小にすることを備えてい

る。ジェットノズル領域７０４はその末端にてジェット開口部７０６にて終わっ

ている。くびれ領域７０２は、くびれ領域７０２及びジェットノズル領域７０４

を形成し得るように導管７００の末端を据え込み、圧着し又は熱間引抜きする等

のような当該技術分野で既知の多岐にわたる手段により導管７００に形成するこ

とができる。ステップ２の終了時、圧力管腔導管７００は内側半径Ｒを有し、ジ

ェットノズル領域７０４は最小内側半径ｒを有し、ジェットノズル領域７０４は

くびれ領域７０２の外側に圧力管腔７００を備える管の軸方向中心線７０６と実

質的に共直線状である。

      【０１３９】

  方法のステップ３は、ノズル領域７０４の軸方向中心線７０８がくびれ領域７

０２の外側で管７００の軸方向中心線７１０から距離Ｄ＝Ｒ－ｒだけずれて、ジ

ェットノズル領域７０４及び管状導管７００は管状導管７００の外面に対し共直

線状の少なくとも１本の線７１２に沿って互いに当接するように、ジェットノズ

ル領域７０４を管７００に対してずらすことを含む。

      【０１４０】

  ジェット開口部７０６から放出された液体ジェットの少なくとも中央領域を枢

軸７１０と平行でない方向に向けることが望ましい実施の形態の場合、ジェット

ノズル領域７０４は、選択的なステップ４に図示するように、枢軸７１０に対し

て曲げることができる。典型的な実施の形態において、ジェットノズル領域７０

４の軸方向中心線７０８が枢軸７１０に対し、４５゜から１１５゜の範囲、より
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典型的には約８０゜から１００゜の範囲、最も典型的には約９０゜の角度を形成

するようにノズル領域７０４が曲げられている。また、好ましくは、くびれ領域

７０２の外側管７００の外面により画成される周縁を越えて半径方向に突き出す

ジェットノズル領域７０４の部分が実質的に存在しないようにノズル領域７０４

を管７００に対して曲げる。長さ対最小直径の比が比較的大きくまた、比較的容

易に且つ経済的に製造される液体ジェットノズルを形成する方法を提供すること

に加えて、本発明の方法はまた、圧力管腔を備える管の直径を上廻らない最大の

断面プロフィールを有する圧力管腔も提供する。更に、図１５に概略図で図示し

た方法により形成されたノズルは、該ノズルを通る高圧の液体流として液体ジェ

ットを形成する効率を有利に向上させる。液体ジェットを形成する効率は、例え

ば、くびれ領域７０２がノズル領域７０４内に流れる液体に対する平滑なテーパ

ー付きの流路を提供し、これによりノズル入口における乱流、再循環する流れパ

ターン及び摩擦を減少させることのため、管腔の側部に開けた穴を有するノズル

の設計よりも優れたものである。この効果は、流体機械技術において、「縮流（

ｖｅｎａ  ｃｏｎｔｒａｃｔａ）」現象として知られ、ノズルを通る流体の流れ

効率を３０％をも向上させることができる。

      【０１４１】

  図１６Ａ及び図１６Ｂには、上記の図１に以前に図示した外科用器具１００を

備える形態の同様の一体化した双極電気焼灼具を備える外科用器具１０００が図

示されている。器具１０００に対するこの一体化した焼灼具の形態は、図１４Ａ

から図１４Ｆの器具６００に関して上述したものと同様であるが、末端１１６に

配置された粉砕バリ１２２と粉砕バリを回転させる液体ジェット被駆動の回転可

能なロータ及び回転可能な軸とを備える器具１０００の場合、外科用器具の末端

における正電極１００２を提供する管腔として液体切断ジェットの排出管腔１２

０を利用することが好ましい点は異なる。外科用器具１０００内の正電極として

排出管腔１２０を利用することが好ましく、それは、排出管腔１２０は器具の本

体１０４内で排出導管を接続するブロック１７６に接続される一方、該ブロック

は外科用器具の基端から伸びる排出導管１７８に接続されるからである。排出導

管を接続するブロック１７６及び導管１７８は、作動中、排出管腔１２０からユ
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ーザに接触する器具の任意の面まで電気を伝導しない非導電性の重合系材料で出

来ている。これと逆に、外部電源１００６の接地端子１００４と電気的に連通す

る状態で本体１０４内で接続された切断ジェット圧力管腔１１８は、高圧コネク

タ１９０をかいして液体流れ方向決め弁１８０に接続されている。高圧コネクタ

及び液体流れ方向決め弁並びに高圧管カプラー１８６及びいくつかの実施の形態

において、ノブ１９７は、導電性材料で製造することができ、また、作動中、装

置の操作者と接触するようにしてもよい。このように、装置の電気焼灼電極が作

動する間、かかる面は接地電位に保つことが重要である。

      【０１４２】

  外部電源１００６は、上記の図１４Ａに関して上述したように、無線周波数発

生器を備えることが好ましい。電源１００６の正端子１００８は、電気コネクタ

１０１０、ジャック１０１２、器具の本体１０４内の電気的コネクタ１０１４を

かいして排出管腔１２０と電気的に連通している。液体切断ジェット圧力管腔１

１８は、電気コネクタ１０１６、ジャック１０１８、器具の本体１０４内の電気

コネクタ１０２０をかいして接地端子１００４と電気的連通状態に接続されてい

る。ジャック１０１２、１０１８及び管腔に対する本体１０４内の導電体の接続

具１０２２、１０２４は、図１４Ａから図１４Ｆの外科用器具６００に関して上

述したものと実質的に同一とすることができる。いくつかの好ましい実施の形態

において、ジャック１０１２、１０１８を省略し、コネクタ１０１６、１０２０

を本体１０４内の圧力管腔１１８及び排出管腔１２０にそれぞれ直接接続する。

また、上述したように、電気焼灼法を行うため電源１００６から器具に供給され

る電力は、いくつかの実施の形態において、電源１００６、本体１０４に設けら

れたスイッチ又はその他の手段を介し又は当該技術分野の当業者に明らかである

ように、足踏式スイッチのような遠隔操作スイッチをかいしてユーザが制御可能

である。

      【０１４３】

  外部電源１００６の正端子１００８と電気的に連通した排出管腔１２０は、器

具６００の圧力管腔６２０に関して上述したように、電気焼灼正電極を形成する

その末端の先端１００２を除いて、その全長に沿って実質的に連続する電気絶縁
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層１００９（斜線領域）にて絶縁されることが好ましい。上記の器具６００と相

違してまた上述したように、システム１０００内で正電極を形成する形態とされ

た液体切断ジェットを形成する圧力管腔に代えて、排出管腔１２０をそのような

形態とすることが好ましい。外科用器具１０００内の一体的な電気焼灼電極の相

対的な寸法及び器具の管腔を絶縁するために使用される電気絶縁性被覆は、好ま

しい実施の形態において、図１４Ａから図１４Ｆに図示した器具６００に関して

上述したものと実質的に同一である。

      【０１４４】

  図１６Ｂには、外科手術領域１０３２内で導電性流体内に没した器具１０００

の末端１１６が図示されている。排出管腔１２０はその末端の先端を除いて、電

気絶縁層１００９にて被覆されている。非被覆、非絶縁末端の先端１００２は一

体化した正の電気焼灼電極を形成する。図示した実施の形態における圧力管腔１

１８は、末端の先端１０３０を除いて、被覆されていない。図示した実施の形態

において、圧力管腔１１８の末端の先端１０３０は、外科用器具６００の排出管

腔６１８に関して上述したように、絶縁されており（斜線領域）、過度に短い導

電経路長さを提供することに起因するであろう組織のアーク、短絡又は焼けを減

少させる。電気焼灼電極１００２の作動時、電流が電極１００２から外科手術領

域１０３２内の目標組織及び導電性流体を通って、例えば、圧力管腔１１８の非

絶縁面１０３１のような、電源の接地端子と電気的に連通する接地電位の導電面

まで流れ、また、粉砕バリ１２２、バリ先端の支持体１３６、シース１３２等の

ような、圧力管腔と電気的に連通する外科手術領域１０３２内のその他の伝導面

まで流れる。器具１０００は、代替的な実施の形態において、器具６００に関し

て上述したように、電気焼灼法を行うべく単極出力を提供する電源に接続するこ

とができる。また、その他の実施の形態において、装置の作動中、排出管腔１２

０及び圧力管腔１１８の末端が実質的に一定の分離距離に保たれるため、図１４

Ａから図１４Ｆにて以前に示した展開可能な装置６００と異なり、器具による電

気焼灼法の不当な影響を与えずに、圧力管腔１１８の絶縁した先端１０３０を省

略することができる（すなわち、圧力管腔１１８の外面の全体を導電性にするこ

とができる）。
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      【０１４５】

  本明細書に記載した本発明の外科用器具は多数の本発明の外科的処置を行うこ

とを可能にする。例えば、器具の末端にて液体切断ジェット及び回転可能な構成

部品の双方を提供する本発明に従って提供される外科用器具を利用することによ

り、外科手術領域内で外科用器具を交換したり又は外科手術領域に多数の器具を

提供することを必要とせずに、外科手術領域内で回転可能な構成部品の回転を利

用し又は必要とする液体ジェット切断／融除及びその他の作業の双方を伴う外科

的処置を行うことができる。例えば、本発明は、かかる器具の操作者が外科用器

具を患者の外科手術領域内に挿入し、外科手術領域内の組織又はその他の材料を

切断し又は融除するため外科用器具により液体ジェットを形成することを可能に

し、また、外科手術領域内で同一の外科用器具の回転可能な構成部品を回転させ

、例えば、外科手術領域内の組織（例えば骨の組織）と回転可能な構成部品を接

触させ、回転可能な構成部品の回転面により組織の粉砕、切断又は融除を行うと

いった所望の外科的作業を行うことができる。

      【０１４６】

  いくつかの好ましい実施の形態において、例えば、図１に図示したような外科

用器具１００の如き、本発明に従って提供される外科用器具を例えば、トロカー

ルを使用して外科手術領域内に内視鏡下にて挿入することができる。１つの特に

好ましい実施の形態において、例えば、関節鏡下外科的処置を行うため、患者の

膝又は肩の関節のような患者の関節包内にて外科用器具が利用される。外科用器

具１００を利用すれば、例えば、器具の液体ジェット排出管腔と流体的に連通す

る状態で外部の吸引源を作用させることを必要とせずに、外科用器具にて外科手

術領域から液体ジェットにより形成された屑及び液体を排出しつつ、器具の操作

者が外科的液体ジェット切断／融除を行うことを更に可能にする。また、上述し

たように、液体流れ方向決め弁１８０は、器具による液体ジェット切断を行い又

は弁の操作をかいして器具の液体ジェット駆動の回転可能な構成要素を利用すべ

く、外科用器具１００のユーザが高圧の流体を選択的に向けることを可能にする

。これと代替的に、いくつかの実施の形態において、操作者は液体ジェット切断

を行い、また、例えば、これと同時に回転可能な構成部品により粉砕等を行うべ
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く、液体切断ジェットを形成し且つ液体ジェット駆動の回転可能な構成部品を同

時に駆動する双方のため、高圧の液体を向けることもできる。

      【０１４７】

  更に、一体化した電気焼灼具を備える本発明により提供される外科用器具はま

た上述した外科的作業に加えて、器具の操作者が外科手術領域内の組織を焼灼し

得るように液体ジェット切断のために使用されるものと同一の外科用器具の１つ

の電極に電気信号を印加することをも許容する。いくつかの実施の形態において

、電気焼灼は、液体ジェット切断を行うか又は器具の回転可能な構成要素を利用

することのいずれかとは別個で且つ異なるステップとして行うことができ、又は

その他の実施の形態において、電気焼灼は、液体切断ジェットの作用及び（又は

）器具の回転可能な構成要素の能力と同時に行うことができる。例えば、器具の

回転可能な軸を取り巻くシースに対し吸引力を付与することにより又は液体切断

ジェットを作用させ、エダクタポンプの作用をかいして排出力を発生させること

により、外科用器具の排出内腔により外科手術領域から液体の一部分を制御可能

に排出すると同時に、電気焼灼を行うことにより、外科手術領域に視覚的にアク

セスする操作者は、血液の跡（すなわち、出血箇所から流れ線に沿って外科用器

具により提供される排出源の入口まで流れる血液流）を視覚化することができ、

また、外科手術領域の全体の視覚化が妨げられる前に（すなわち、その内部が、

血液が存在する外科手術領域の全体が不透明となる前に）器具により出血を止め

ることができる。器具の作動中、血液の跡を視覚化することにより、ユーザは、

器具に対し連続的に排出力を提供しつつ、出血する血管に向けて血液の跡に沿っ

て外科手術領域内で外科用器具を動かすことができる。出欠箇所に達したとき、

操作者は、外科用器具に設けられた電気焼灼電極を出血する血管に近接する位置

に配置し且つ電極に対し電気信号を印加して出血する血管を電気焼灼しその血管

からの出血を止めることができる。かかる方法は、外科手術領域が内視鏡カメラ

にて視覚的に監視される患者の関節包内で関節鏡検査法のような内視鏡下外科手

術に特に有用である。

      【０１４８】

  当該技術分野の当業者は、本明細書に記載した全てのパラメータは一例であり
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、実際のパラメータは、本発明の方法及び装置が使用される特定の用途に依存す

ることが容易に理解されよう。このため、上記の実施の形態は単に一例として掲

げたものであり、特許請求の範囲及びその等価物の範囲内で本発明は、具体的に

記載した以外の形態で実施可能であることを理解すべきである。

【図面の簡単な説明】

    【図１】  その末端に液体切断ジェット及び回転可能なバリを提供し、その

内部の構成部品を示すべく器具の本体を分解した外科用液体ジェット器具の概略

図的な斜視図である。

    【図２】  ２Ａは、シース及びカラー並びにその内部に保持された構成部品

を示す、図１に示す外科用器具の一部分の概略分解斜視図である。  ２Ｂは、回

転可能な軸の末端及び該軸の支持要素を示す図２Ａに示す外科用器具の末端の概

略断面図である。  ２Ｃは、図２Ｂの器具の回転可能な軸及び支持要素の概略断

面図である。

    【図３】  器具の本体を除き且つ器具の基端から見たときの図の外科用器具

の概略斜視図である。

    【図４】  シースの構成部品を透明とした、図１の外科用器具の概略一部切

欠き斜視図である。

    【図５】  ５Ａは、液体切断ジェット及び回転可能な粉砕バリを含む末端を

提供する１つの代替的な実施の形態を示す外科用器具の一部分の概略斜視図であ

る。  ５Ｂは、液体切断ジェット及び回転可能な粉砕バリを提供する外科用器具

の末端を提供する別の代替的な実施の形態を示す外科用器具の一部分の概略斜視

図である。

    【図６】  ６Ａは、取り巻く液体環境内で液体切断ジェットを形成する外科

用液体ジェット器具末端の一部分の一部切欠き概略図である。  ６Ｂは、排気管

腔が絞り部を有する、液体環境内で液体切断ジェットを形成する外科用液体ジェ

ット器具末端の一部分の一部切欠き概略図である。  ６Ｃは、色々な幾何学的関

係を示す、器具の外科用液体ジェット末端の一部分の概略図である。

    【図７】  ７Ａは、回転可能な軸が該軸の外面の少なくとも一部分に配置さ

れたら旋溝付き通路を有する、その末端に粉砕バリを含む回転可能な軸の一部分
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の概略斜視図である。  ７Ｂは、回転可能な軸がインペラを含む、粉砕バリを含

む回転可能な軸の一部分の概略斜視図である。  ７Ｃは、粉砕バリが設けられ且

つ軸の中空の中心部により画成された通路と流体的に連通するスコップ形状開口

を含む回転可能な軸の一部分の概略斜視図である。

    【図８】  ８Ａは、図１の器具の回転可能な軸の駆動機構の概略分解斜視図

である。  ８Ｂは、ロータ組立体と、図８Ａの回転可能な軸の駆動機構の回転可

能な軸の駆動組立体との概略斜視図である。  ８Ｃは、液体ジェットノズル、回

転可能なロータ及び液体ジェット排出管腔の配置を示す、図８Ａの回転可能な軸

駆動機構の一部分の一部切欠き概略図である。  ８Ｄは、上方から見た図８Ｃの

液体ジェット排出管腔及びロータ組立体の概略図である。  ８Ｅは、図８Ｄに示

す排出管腔の一部分の概略斜視図である。

    【図９】  ９Ａは、鋸歯ロータの概略図である。  ９Ｂは、上方から見た、

図９Ａに示す鋸歯ロータの一部分の概略図である。

    【図１０】  １０Ａは、湾曲すじ付きのロータの概略斜視図である。  １０

Ｂは、図１０Ａの湾曲すじ付きロータのいくつか湾曲すじの概略図である。

    【図１１】  １１Ａは、外科用器具を排出するための１つの実施の形態の概

略図である。  １１Ｂは、外科用器具の排出を可能にする別の実施の形態の概略

図である。

    【図１２】  図１の器具の液体流れ方向決め弁の概略断面図である。

    【図１３】  図１２の液体流れ方向決め弁の圧力密の密封構成部品及びスペ

ーサ構成部品の概略断面図である。

    【図１４】  １４Ａは、一体化した電気焼灼電極を含む回転可能で且つ展開

可能な外科用液体ジェット器具の概略図である。  １４Ｂは、折畳んだ形態にあ

るときの器具の末端をより明確に示す、図１４Ａに示す外科用液体ジェット器具

の一部分の概略図である。  １４Ｃは、展開した形態にあるときの器具の末端を

より明確に示す、図１４Ａの外科用液体ジェット器具の一部分の概略図である。

  １４Ｄは、図１４Ａに示す外科用液体ジェット器具の一部分の一部切欠き概略

図である。  １４Ｅは、図１４Ａに示す外科用液体ジェット器具の一部分の一部

切欠き概略図である。  １４Ｆは、図１４Ａに示す外科用液体ジェット器具の作
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動要素の概略図である。

    【図１５】  液体ジェットノズル領域を形成する方法を示す一連の概略図で

ある。

    【図１６】  １６Ａは、一体化した電気焼灼電極を含む、図１の外科用器具

の概略斜視図である。  １６Ｂは、器具の末端の形態を示す、図１６Ａに示す外

科用器具の一部分の概略斜視図である。
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【図１】
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【図２Ａ】
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【図２Ｂ・Ｃ】
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【図３】
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【図４】



(92) 特表２００３－５１９５２５

【図５Ａ】

【図５Ｂ】
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【図６】
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【図７Ａ】
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【図７Ｂ】

【図７Ｃ】
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【図８Ａ】
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【図８Ｂ】

【図８Ｃ－Ｅ】
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